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か
つ
て
政
治
作
物
と
い
わ
れ
た
米
は
、
最
近
で

は
そ
の
価
格
・
流
通
を
市
場
原
理
に
ま
す
ま
す
強

く
依
存
す
る
市
場
作
物
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ

う
し
た
市
場
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
か
な
め
の
役
割

を
は
た
し
て
い
る
の
が
公
正
・
中
立
な
価
格
を
決
定
す
る
コ
メ
市

場
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
コ
メ
価
格
セ
ン
タ
ー
（
全
国
米
穀
取
引

・
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
）
で
あ
る
。
そ
の
コ
メ
市
場
が
い
ま
消
え

去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
直
接
的
契
機
は
落
札
数
量
の
激
減
で

あ
る
。

同
セ
ン
タ
ー
で
の
落
札
数
量
は
一
時
期
一
〇
〇
万
ト
ン
前
後
で

横
ば
い
を
続
け
て
い
た
が
、
一
五
年
産
以
降
減
少
に
転
じ
、
一
七

年
産
四
五
万
ト
ン
、
一
八
年
産
九
万
ト
ン
、
一
九
年
産
四
万
ト
ン

（
四
月
二
三
日
現
在
）
と
つ
る
べ
落
し
に
減
少
し
て
い
る
。
と
く

に
本
一
九
年
産
は
二
〇
年
四
月
以
降
上
場
数
量
が
ゼ
ロ
と
な
り
、

開
店
休
業
の
状
況
が
続
い
て
い
る
。
以
上
を
受
け
て
全
農
は
コ
メ

価
格
セ
ン
タ
ー
へ
の
上
場
は
当
分
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
決
定
し

た
。
当
分
と
い
う
限
定
は
あ
る
も
の
の
再
開
へ
の
見
通
し
が
ま
っ

た
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
事
実
上
の
廃
止
宣
言
と
み

て
い
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
上
場
数
量
が
減
少
し
た
の
か
。
理

由
は
簡
単
で
あ
り
、
上
場
数
量
の
九
八
％
を
占
め
る
全
農
が
セ
ン

タ
ー
で
の
価
格
形
成
を
見
限
り
、
相
対
（
あ
い
た
い
）
取
引
重
視

に
転
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
全
農
は
一
七
年
一
〇
月
、
新
生
米
穀
事

業
改
革
を
策
定
、
取
引
方
法
と
し
て
企
画
提
案
型
の
販
売
推
進
を

打
ち
出
し
た
。
系
統
農
協
主
導
で
個
々
の
取
引
相
手
ご
と
に
米
の

販
売
数
量
、
価
格
、
品
質
、
引
取
り
期
限
な
ど
を
き
め
、
年
間
安

定
販
売
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
全
農
総
販

売
量
に
占
め
る
相
対
取
引
の
比
率
は
一
六
年
産
八
八
％
、
一
七
年

産
八
六
％
、一
八
年
産
九
七
％
と
急
上
昇
し
、そ
の
反
面
セ
ン
タ
ー

へ
の
上
場
は
極
端
に
や
せ
細
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
セ
ン
タ
ー

上
場
が
減
少
す
れ
ば
入
札
で
決
定
さ
れ
る
個
々
の
銘
柄
ご
と
の
価

格
は
偶
然
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
な
り
、
相
対
へ
転
換
が
加
速
さ

れ
る
。
今
回
の
セ
ン
タ
ー
上
場
中
止
は
以
上
の
必
然
的
帰
結
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
相
対
取
引
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
。
そ
れ
は
セ
ン

タ
ー
で
の
基
準
取
引
価
格
に
代
わ
り
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。

相
対
取
引
と
は
売
買
当
事
者
の
話
し
あ
い
に
よ
る
価
格
そ
の
他

の
取
引
条
件
の
決
定
方
式
の
総
称
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
①
相
対

契
約
…
相
対
取
引
の
基
本
型
で
売
買
両
者
で
価
格
・
取
引
条
件
を

決
定
す
る
も
の
、
②
事
前
契
約
取
引
…
収
穫
後
一
定
期
間
ご
と
に

価
格
・
取
引
条
件
を
決
定
す
る
も
の
、
③
特
定
契
約
（
第
三
者
取

引
）
…
売
買
当
事
者
以
外
に
実
需
者
を
ふ
く
め
て
価
格
・
取
引
条

件
を
決
定
す
る
も
の
、
④
収
穫
前
契
約
…
収
穫
期
前
の
一
〇
月
末

ま
で
に
売
買
契
約
を
締
結
す
る
も
の
、
⑤
播
種
前
契
約
…
播
種
前

の
四
月
中
旬
ま
で
に
売
買
契
約
を
締
結
す
る
も
の
な
ど
と
い
っ
た

米
市
場
が
消
え
る
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類
型
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
す
る

が
、
こ
の
場
合
の
最
大
の
問
題
点
は
こ
れ
ら
長
期
間
に
わ
た
る
取

引
に
つ
い
て
価
格
を
ど
う
と
り
き
め
る
か
で
あ
る
。
こ
の
間
実
勢

価
格
は
市
場
で
需
給
動
向
に
応
じ
て
た
え
ず
変
動
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
の
話
し
あ
い
で
一
定
水
準
に
固
定

す
る
も
の
（
相
対
契
約
、
特
定
契
約
）、セ
ン
タ
ー
価
格
を
基
準
と

す
る
も
の
（
事
前
契
約
取
引
）、基
準
価
格
を
中
心
に
作
況
指
数
に

よ
り
上
下
に
一
定
の
ア
ロ
ー
ワ
ン
ス
を
認
め
る
も
の
（
収
穫
前
契

約
、
播
種
前
契
約
）
な
ど
に
分
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
ご
と

に
、
安
定
価
格
・
適
正
価
格
の
�
発
見
�
に
苦
慮
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

以
上
は
相
対
取
引
に
つ
い
て
の
一
般
的
・
平
均
的
説
明
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
個
別
取
引
ご
と
に
ロ
ッ
ト
、
決
済
条
件
、
信
用
な

ど
に
よ
り
異
な
り
、
千
差
万
別
で
あ
る
。
ま
た
値
引
き
幅
、
引
取

り
時
期
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
紛
争
が
生
じ
て
お
り
、
か
な

ら
ず
し
も
契
約
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以

上
を
ふ
ま
え
て
、
相
対
価
格
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
次
に
要
約
し

て
お
こ
う
。

第
一
に
、
行
政
技
術
的
な
問
題
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
複
雑

な
形
を
と
っ
て
い
る
相
対
価
格
の
う
ち
な
に
を
も
っ
て
基
準
価
格

と
す
る
の
か
。
全
体
の
平
均
か
、
そ
れ
と
も
代
表
的
な
取
引
価
格

か
。
ま
た
後
者
と
す
れ
ば
何
を
も
っ
て
代
表
と
み
な
す
の
か
。

第
二
に
、
相
対
価
格
の
実
態
を
ど
こ
ま
で
正
確
に
把
握
で
き
る

の
か
。
農
水
省
は
こ
れ
ま
で
主
要
八
七
銘
柄
に
つ
い
て
三
か
月
ご

と
の
相
対
価
格
を
調
査
・
公
表
し
て
き
た
。
対
象
と
な
っ
た
の
は

年
間
八
千
ト
ン
以
上
の
取
扱
量
を
も
つ
出
荷
業
者
三
二
、
同
じ
く

四
千
ト
ン
以
上
の
取
扱
量
を
も
つ
販
売
業
者
二
五
〇
で
あ
る
。
今

後
は
調
査
対
象
を
拡
げ
る
と
と
も
に
、
一
か
月
ご
と
の
公
表
に
切

替
え
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
相
対
価
格
の
透
明
性
・

正
確
性
に
は
疑
問
が
残
る
。
裏
で
の
リ
ベ
ー
ト
、
契
約
違
反
が
横

行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
基
準
価
格
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
各

種
価
格
関
連
政
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
例
え
ば
品
目
横
断
対
策
、
農
業
災
害
補
償
制
度
、
政
府
買

入
米
価
な
ど
で
あ
る
。
不
透
明
・
不
正
確
な
相
対
価
格
を
直
接
に

政
策
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
ど
う
か
。

第
四
に
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
相
対
価
格
を
基

準
指
標
価
格
と
す
る
こ
と
に
国
民
的
合
意
が
え
ら
れ
る
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
全
農
は
米
に
つ
い
て
も
卵
価
決
定
方
式
を
目
ざ

し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
鶏
卵
価
格
は
毎
日
の
全
農
の
建
値
が
そ

の
ま
ま
基
準
価
格
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
米
と
卵
と
で
は
生
産

・
流
通
条
件
が
異
な
り
、
国
民
の
関
心
度
合
も
ま
っ
た
く
違
う
。

不
透
明
な
米
価
決
定
の
下
で
、
米
政
策
の
混
迷
は
今
後
一
層
深
ま

る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

（
Ｎ
）
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�

年
末
に
入
っ
た
一
二
月
九
日
、
世
界
銀
行
は
〇
九
年
の
世
界
経

済
の
成
長
率
予
測
を
下
方
修
正
、
〇
・
九
％
と
し
た
。
一
九
三
〇

年
代
の
世
界
大
恐
慌
以
来
の
景
気
後
退
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

そ
の
兆
候
は
わ
が
国
で
も
昨
年
末
か
ら
、
ト
ヨ
タ
、
キ
ャ
ノ
ン
と

い
っ
た
輸
出
力
を
誇
っ
て
き
た
ト
ッ
プ
企
業
を
含
め
て
の
非
正
規

雇
用
者
の
大
量
解
雇
、
新
卒
者
の
就
職
内
定
取
り
消
し
の
続
出
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

先
の
見
え
な
い
、
暗
い
年
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
麻
生
首
相
は

�
生
活
防
衛
の
た
め
の
緊
急
対
策
�
と
名
づ
け
た
二
三
兆
円
規
模

の
追
加
経
済
対
策
を
暮
れ
に
発
表
し
た
が
、
麻
生
首
相
自
身
の
政

権
が
何
時
ま
で
も
つ
の
か
が
公
然
と
論
議
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で

は
、
経
済
危
機
克
服
の
政
策
効
果
は
期
し
難
い
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

暗
い
話
し
と
い
え
ば
、
今
年
は
あ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
…

な
ど
と
年
頭
に
願
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
年
は
、
そ
う
滅
多
に

あ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
や
あ
っ
て
欲
し
く
な
い
こ
と
だ
。
農
水

大
臣
、
事
務
次
官
が
辞
任
し
、
食
糧
行
政
に
か
か
わ
っ
た
二
五
人

も
の
幹
部
職
員
が
減
給
、
訓
告
な
ど
の
処
分
を
受
け
る
と
い
っ
た

こ
と
な
ど
、
今
後
は
絶
対
に
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
だ
。

こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
�
事
故
米
問
題
を
契
機
と
し
て
、
国
民

視
点
か
ら
農
林
水
産
省
の
業
務
・
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
�
農
林
水
産
省
改
革
チ
ー
ム
の
緊
急

提
言
が
一
一
月
二
七
日
に
発
表
さ
れ
た
。�
国
民
の
た
め
に
こ
そ
存

在
す
る
と
い
う
使
命
感
の
欠
如
�
と
か
�
攻
め
よ
り
も
守
り
を
重

視
す
る
消
極
的
判
断
の
横
行
�な
ど�
根
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
�

問
題
に
踏
み
込
ん
で
の
提
言
に
は
、
聞
く
べ
き
と
こ
ろ
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
。
提
言
に
沿
っ
て
の
省
内
改
革
が
ど
う
進
め
ら
れ
る
の

年
頭
所
感

編
集
代
表

梶
井

功
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か
、
今
年
最
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。

唯
、
提
言
の
な
か
で
、
唐
突
に
地
方
農
政
事
務
所�
原
則
廃
止
�

が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
賛
成
し
難
い
。
農
村
の
声
を
吸
い

上
げ
農
政
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
農
家
に
伝
達
す
る
こ
の
組
織
を

廃
止
し
て
、
農
業
・
農
村
の
現
実
を
踏
ま
え
た
農
政
が
で
き
る
の

か
。
本
来
、
本
省
が
負
う
べ
き
責
任
の
出
先
機
関
へ
の
転
嫁
で
は

な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
つ
。
若
林
前
農
相
は
辞
任
の
際
、

�「
農
林
水
産
行
政
の
原
点
は
現
場
に
即
し
た
対
策
を
き
め
細
か

く
講
じ
て
い
く
こ
と
」
と
の
考
え
を
強
調
し
た
�（
〇
八
・
八
・
二

付
「
日
本
農
業
新
聞
」）
が
、
地
方
農
政
事
務
所
廃
止
で
は
、
そ

う
い
う
行
政
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

�

先
が
見
え
な
い
と
い
え
ば
、
〇
八
年
年
内
の
大
枠
合
意
が
目
指

さ
れ
て
い
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
も
、
遂
に
今
年
に
持
ち
越
さ
れ

た
。
年
内
合
意
断
念
を
報
導
し
た
〇
八
・
一
二
・
一
四
付
日
本
農

業
新
聞
は
、
そ
う
な
っ
た
の
は
�
農
業
と
非
農
産
品
の
…
両
分
野

に
わ
た
っ
て
激
し
く
対
立
す
る
米
国
と
中
国
・
イ
ン
ド
の
調
整
が

不
調
に
終
っ
た
た
め
だ
�
が
、�
年
明
け
以
降
の
交
渉
は
、
長
期
間

停
滞
す
る
と
の
見
方
が
強
い
。
ラ
ミ
ー
事
務
局
長
が
一
二
日
の
記

者
会
見
で
「
世
界
的
な
景
気
減
速
で
合
意
は
さ
ら
に
難
し
く
な
る

だ
ろ
う
」と
指
摘
す
る
な
ど
、先
行
き
不
透
明
感
が
増
し
て
い
る
�

と
報
導
し
て
い
た
。

�
開
発
ラ
ウ
ン
ド
�を
謳
っ
て
い
た
今
次
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
が
、

途
上
国
を
代
表
す
る
と
い
っ
て
い
い
中
国
、
イ
ン
ド
の
強
硬
な
姿

勢
で
�
先
行
き
に
不
透
明
感
が
増
す
�
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
の
問
題
性
を
示
す
極
め
て
象
徴
的
な
出

来
事
と
し
て
い
い
。
貿
易
自
由
化
一
本
槍
で
は
、
食
糧
安
定
供
給

が
危
う
く
な
る
こ
と
を
、
０８
年
の
穀
物
価
格
昂
騰
そ
し
て
食
糧
暴

動
で
途
上
国
は
身
に
染
み
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。
農
産
物
貿
易

は
、
各
国
の
食
料
供
給
を
不
安
定
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
、食
料
安
定
供
給
に
重
要
な
役
割
を
果
す
各
国
農
業
の�
共
存
�

を
前
提
に
し
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
先
進
国

も
含
め
多
く
の
国
は
痛
感
し
た
の
で
は
な
い
か
。

〇
八
・
六
・
五
国
連
食
糧
サ
ミ
ッ
ト
で
一
八
〇
ヶ
国
の
代
表
が

�
食
料
安
全
保
障
を
恒
久
的
な
国
家
の
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
を
誓
い
�、�
現
在
及
び
未
来
の
世
代
の
た
め
に
…
食
料
生
産

を
強
化
す
る
と
と
も
に
農
業
へ
の
投
資
を
拡
大
�す
る
こ
と
を�
決

意
�
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
食
料
安
全
保
障
の
た
め
に
�
各
国
農

業
の
共
存
�
が
図
れ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
に
す
る
よ
う
に
、�
不
透

明
感
が
増
し
て
い
る
�
今
こ
そ
、
日
本
政
府
は
各
国
に
働
き
か
け

る
べ
き
だ
ろ
う
。�
各
国
農
業
の
共
存
�
を
、「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
日

本
提
案
」
は
、
提
案
を
貫
く�
哲
学
�
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

�

カ
ロ
リ
ー
表
示
食
料
自
給
率
を
、
一
〇
年
後
五
〇
％
に
引
き
上

げ
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
工
程
表
が
こ
れ
も
昨
年
の
暮
一
二
月

年頭所感
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二
日
に
農
水
省
か
ら
発
表
さ
れ
た
。

四
六
二
万
ｈ
ａ
の
農
地
を
確
保
し
、
米
粉
用
米
、
飼
料
用
米
、

麦
、
大
豆
な
ど
で
水
田
を
フ
ル
に
活
用
し
、
耕
地
利
用
率
を
一
一

〇
％
に
高
め
る
こ
と
が
主
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
は
周
知
の
よ
う
に
四
〇
％
の
自
給
率
だ
が
、
こ
う
し
た
生

産
強
化
で
、
現
状
よ
り
も
米
消
費
増
で
＋
一
・
三
％
、
米
粉
で
一

・
四
％
、
飼
料
用
米
で
〇
・
一
％
、
小
麦
で
二
・
五
％
、
大
豆
で

一
％
、
野
菜
生
産
増
で
〇
・
五
％
、
牛
乳
・
乳
製
品
増
で
一
・
五

％
、
計
一
〇
％
の
自
給
率
引
き
上
げ
を
目
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。

一
月
末
に
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
、
現
行
基
本
計
画

見
直
し
を
諮
問
、
こ
の
工
程
表
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。〇

五
・
四
作
成
の
現
行
基
本
計
画
が
、
作
成
時
か
ら
一
〇
年
後

の
二
〇
一
五
年
食
料
自
給
率
を
四
五
％
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
の
四
五
％
で
は
、
世
界
的
な

食
糧
需
給
の
緊
迫
化
が
見
通
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
今
は
問
題
だ

と
し
た
若
林
前
農
水
相
が
、
福
田
前
首
相
の
了
承
も
得
て
、
五
〇

％
以
上
へ
の
修
正
を
指
示
し
た
の
が
昨
年
七
月
二
日
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
半
年
か
け
て
の
省
内
で
の
検
討
結
果
が
一
〇
年
後
五

〇
％
の
工
程
表
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
経
過
自
体
、
私
は
問
題

だ
と
思
う
。

�
政
府
は
…
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
、

農
業
、
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�

（
基
本
法
第
５
項
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
以
上
は
、
農
水
相
が
現

行
基
本
計
画
の
四
五
％
は
問
題
だ
と
し
、
総
理
大
臣
の
了
承
ま
で

得
て
五
〇
％
以
上
へ
の
引
き
上
げ
修
正
検
討
を
指
示
し
た
か
ら
に

は
、
す
ぐ
に
で
も
審
議
会
に
修
正
を
諮
問
、
検
討
を
開
始
す
べ
き

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
半
年
も
の
時
間
を
省
内
の
検

討
に
費
や
し
、
〇
九
年
に
入
っ
て
か
ら
審
議
会
に
か
け
る
こ
と
に

し
た
の
か
。
省
内
の
検
討
が
す
ん
で
か
ら
と
い
う
の
で
は
、
審
議

会
の
機
能
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
し
、
基
本
計
画
は
�
お

お
む
ね
五
年
ご
と
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
�（
同
条
第
七
項
）
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
〇
八
年
検
討
開
始
で
は
早
過
ぎ
る
な
ど

と
判
断
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
総
理
大
臣
が
食
糧
サ
ミ
ッ
ト
の

場
で
�
食
料
自
給
率
の
向
上
を
通
じ
て
、
世
界
の
食
料
需
給
の
安

定
化
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
い
ま
す
�
と
公

約
し
た
ほ
ど
の
事
態
の
重
要
性
の
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
あ
り
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。�

自
給
率
を
一
〇
年
後
五
〇
％
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
私

も
大
賛
成
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
生
産
・
消
費
両
面
に
わ
た
っ
て

ど
う
い
う
施
策
を
組
む
か
、
私
は
今
の
農
政
の
組
み
立
て
を
抜
本

的
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
だ
が
、
審
議
会
に

は
そ
の
覚
悟
で
慎
重
な
検
討
を
お
願
い
し
た
い
。

第
一
に
、
一
〇
年
後
も
四
六
二
万
�
の
農
地
確
保
が
前
提
に
さ

れ
て
い
る
点
。

年頭所感
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〇
七
年
の
農
地
面
積
は
、
す
で
に
四
六
五
万
�
に
な
っ
て
い

る
。
現
行
の
基
本
計
画
で
は
、
計
画
作
成
時
点
の
〇
四
年
四
七
一

万
�
の
農
地
を
、
減
少
は
し
て
も
一
五
年
に
な
お
四
五
〇
万
�
を

保
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
計
画
さ
れ
て
い
た
。
年
率
〇
・
四
％
の

減
を
想
定
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
�
こ
れ
ま
で
の
す
う
勢
�
に
従

え
ば
年
率
〇
・
八
％
で
減
少
し
、
一
五
年
に
は
四
三
一
万
�
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
の
を
、�
耕
作
放
棄
地
の
発
生
抑
制
・
再
活

用
等
�
の
�
施
策
効
果
�
で
四
五
〇
万
�
を
確
保
す
る
よ
う
に
し

よ
う
、
と
い
う
政
策
意
図
に
基
づ
い
た
四
五
〇
万
�
だ
っ
た
。

そ
の
政
策
的
意
図
を
は
る
か
に
超
え
る
政
策
意
欲
で
取
り
組
む

こ
と
を
、
一
〇
年
後
四
六
二
万
�
保
持
は
物
語
る
。
〇
七
年
す
で

に
四
六
五
万
�
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
後

は
農
地
の
転
用
潰
廃
は
一
切
認
め
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
に
等
し

い
か
ら
で
あ
る
。
四
六
五
万
�
に
至
る
こ
の
数
年
の
農
地
面
積
の

動
き
を
、
〇
二
〜
〇
七
年
に
つ
い
て
計
算
し
て
み
る
と
、
〇
二
〜

〇
三
年
〇
・
五
五
％
、
〇
三
〜
〇
四
年
〇
・
四
七
％
、
〇
四
〜
〇

五
年
〇
・
四
七
％
、
〇
五
〜
〇
六
年
〇
・
四
五
％
、
〇
六
〜
〇
七

年
〇
・
四
五
％
と
い
う
年
率
で
減
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
流
れ
を

断
ち
切
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
い
へ
ん
な
決
意
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
工
程
表
発
表
に
続
い
て
、
農
水
省
は
�
農
地
制
度
を
抜
本

的
に
見
直
す
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」（
素
案
）�
を
経
済
財
政
諮
問

会
議
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
�
農
地
の
減
少
に
歯
止
め
を

か
け
る
�
た
め
の
�
農
地
転
用
規
制
の
厳
格
化
�
と
い
う
項
目
が

あ
っ
た
。�
現
行
で
は
転
用
許
可
が
不
要
に
な
っ
て
い
る
病
院
、
学

校
等
の
公
共
施
設
の
設
置
�
も
�
新
た
に
転
用
許
可
の
対
象
�
と

す
る
こ
と
や
�
原
則
と
し
て
転
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
�
と
さ
れ
る
�
集
団
的
に
存
在
す
る
農
地
�
の
基
準
面
積
要
件

の
引
き
下
げ
、�
違
反
転
用
に
対
す
る
罰
則
の
強
化
�
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
四
六
二
万
�
の
確
保
を
目
指
し
て
で
あ
ろ
う
。

「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
賃
貸
借
の
一
層

の
自
由
化
な
ど
に
は
私
は
反
対
だ
が
、�
転
用
統
制
の
強
化
�
に
は

賛
成
す
る
、
が
「
こ
の
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
が
制
度
化
さ
れ
た
と

し
て
も
、
農
地
減
少
は
く
い
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
難
し

い
と
思
う
。
今
の
よ
う
な
コ
ス
ト
も
ま
か
な
え
な
い
よ
う
な
状

況
、
農
業
で
は
食
っ
て
い
け
な
い
と
多
く
の
農
家
が
歎
か
ざ
る
を

得
な
い
状
況
が
続
く
限
り
は
、
駄
目
だ
と
私
は
思
う
。
こ
の
状
況

を
変
え
る
農
政
転
換
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
だ
が
、
一
昨
年
の
参

議
院
選
挙
で
、
戦
後
農
政
の
大
転
換
を
謳
っ
た
品
目
横
断
的
経
営

安
定
対
策
に
、
農
家
が
は
っ
き
り
ノ
ウ
の
意
志
表
示
を
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
若
干
の
手
直
し
を
し
た
だ
け
で
本
質
的
な
部
分
は

変
え
な
い
よ
う
で
は
話
に
な
ら
な
い
と
し
て
お
こ
う
。

�

こ
の
点
は
、
現
状
９４
％
の
耕
地
利
用
率
を
１
１
０
％
に
ま
で
高

め
る
課
題
に
、
よ
り
深
く
か
か
わ
る
。

１
１
０
％
の
耕
地
利
用
率
に
一
番
近
い
の
は
、
直
近
で
は
一
九

年頭所感
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０５年度農業就業人口の割合

（％）
１９７０～２００５耕地利用率（％）

６５歳～１５～２９歳
耕地減少率

（％）
２００５１９７０

５８.２

３４.３

５７.５

６４.４

５７.６

５９.４

５９.１

６８.６

６０.２

５５.７

５.８

７.６

５.８

７.９

５.２

５.４

７.２

５.１

４.６

５.６

△１９.０

＋１８.４

△１４.２

△２６.８

△２８.９

△３４.６

△３１.５

△３８.３

△２９.１

△１９.０

９３.９

９９.６

８７.４

８８.７

９１.７

９０.９

８８.５

８１.１

９３.０

１０４.３

１０８.９

９４.５

９９.４

９４.９

１１８.５

１０８.０

１０３.８

１０６.２

１２８.４

１３１.４

全 国

北 海 道

東 北

北 陸

関東・東北

東 海

近 畿

中 国

四 国

九 州

七
〇
年
の
１
０
８
・
９
％
だ
が
、
こ
の
年
の
地
域
別
耕
地
利
用
率

を
表
に
し
て
お
こ
う
。

耕
地
利
用
率
１
０
０
％
以
上
と
い
う
こ
と
は
、
多
毛
作
集
約
農

法
を
ど
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
は

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
冬
作
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
地

域
の
気
象
条
件
が
大
き
く
物
を
言
う
。
北
海
道
、
東
北
、
北
陸
が

１
０
０
％
以
下
、
四
国
、
九
州
が
７０
年
時
点
で
も
１
３
０
％
を
前

後
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
条
件
差
に
規
定
さ
れ
た
作
付
体
系
の

地
域
差
を
端
的
に
示
す
と
し
て
い
い
。

耕
地
利
用
率
を
１
１
０
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
今

は
１
０
０
以
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
７０
年
代
に
１
０
０
を

超
え
て
い
た
地
域
で
、
少
な
く
と
も
７０
年
代
の
耕
地
利
用
率
に
な

っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
地
域
こ
そ
７０
年
以
降
の

耕
地
減
少
率
が
高
い
地
域
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
耕
地
減
少
率
の
高
さ
は
、
農
業
衰
退
の
程
度
を
示
す
と
し
て

も
い
い
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
農
業
就
業
人
口
の
青
年

農
業
者
比
率
の
低
さ
と
、
高
齢
農
業
者
率
の
高
さ
と
い
う
、
農
業

労
働
力
構
成
の
劣
弱
化
指
標
の
高
低
と
も
一
致
し
て
い
る
。
若
い

働
き
手
が
い
な
く
な
り
、
高
齢
農
業
者
の
支
え
る
農
業
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
い
っ
て
農
業
の
収
益
性
が
低
く
、

若
い
働
き
手
を
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
な
い
か
ら
だ
が
、
そ
う
い
う
こ

と
で
は
農
業
の
存
在
自
体
が
難
し
い
こ
と
を
高
耕
地
減
少
率
が
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
ど
う
変
え
る
か
、

年頭所感
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に
指
針
を
出
し
て
始
め
て
自
給
率
５０
％
達
成
は
可
能
に
な
る
。

米
粉
米
生
産
や
飼
料
米
生
産
の
拡
充
に
よ
る
水
田
の
フ
ル
活
用

は
、
私
も
大
賛
成
で
あ
る
。
そ
う
い
う
水
田
の
フ
ル
活
用
も
含
め

て
、
ど
こ
の
ど
う
い
う
農
地
を
ど
う
い
う
営
農
方
式
で
活
用
し
て

い
く
の
か
と
い
う
生
産
政
策
、
そ
の
営
農
で
ま
と
も
な
生
活
が
で

き
る
よ
う
な
農
業
所
得
確
保
政
策
を
基
本
計
画
は
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「
社
長
島
耕
作
」
の
原
作
者
弘
兼
憲
史
氏
の
発
言
を
引
用
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
。
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

�
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
生
を
描
い
て
き
た
が
、
常
に
ノ
ル

マ
が
課
せ
ら
れ
、
数
字
と
向
き
合
う
生
き
方
よ
り
、「
土
に
触

れ
る
農
業
を
し
た
い
」
と
願
う
人
は
た
く
さ
ん
い
る
。
で
は

な
ぜ
、
若
い
新
規
就
農
者
が
増
え
な
い
の
か
。
農
業
で
は
食

べ
て
い
け
な
い
し
、
作
業
が
地
味
で
単
純
と
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
か
ら
だ
。

イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
に
は
、
国
は
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
よ
り

ち
ょ
っ
と
有
利
な
収
入
だ
」
と
思
わ
せ
る
ぐ
ら
い
の
大
胆
な

支
援
が
必
要
だ
と
思
う
。
ま
た
、
生
産
者
は
「
農
業
は
こ
ん

な
に
楽
し
い
ん
だ
」
と
も
っ
と
Ｐ
Ｒ
す
る
必
要
が
あ
る
。
若

い
人
の
発
想
が
農
業
に
生
か
さ
れ
た
ら
、
農
業
は
変
わ
る
。

農
業
は
補
助
金
漬
け
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
現
在
の
生

産
者
は
決
し
て
補
助
金
に
甘
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国

の
方
針
と
し
て
農
業
の
明
確
な
位
置
付
け
と
支
援
は
不
可
欠

だ
。�（
０８
・
５
・
１３
付
「
日
本
農
業
新
聞
」）。

政
策
審
議
会
の
「
基
本
計
画
」
審
議
が
�
農
業
の
明
確
な
位
置

づ
け
と
支
援
は
不
可
欠
�
を
�
国
の
方
針
�
に
す
る
こ
と
に
期
待

し
た
い
。

年頭所感
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は
じ
め
に

農
業
分
野
に
お
い
て
も
農
業
法
人
や
農
家
で
農
作
業
に
従
事
す

る
外
国
人
の
人
数
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
国
人
研
修
・
技

能
実
習
制
度
の
下
で
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
で
、
在
留
資
格
「
研

修
」「
特
定
活
動
（
技
能
実
習
）」
の
下
で
実
務
研
修
・
技
能
実
習

を
行
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
日
系
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
な
ど
や
特

殊
な
技
能
を
も
つ
外
国
人
に
は
労
働
ビ
ザ
が
与
え
ら
れ
る
が
、
外

国
人
一
般
が
日
本
国
内
で
労
働
に
従
事
す
る
と
な
る
と
、
こ
の
開

発
途
上
国
の
「
人
づ
く
り
」
に
協
力
す
る
と
い
う
外
国
人
研
修
・

技
能
実
習
制
度
の
下
で
作
業
に
従
事
す
る
以
外
に
な
い
。

本
誌
は
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
号
で
特
集
「
農
業
経
営
に
お
け

る
労
働
力
雇
用
」
を
組
ん
だ
（
注
１
）
が
、
今
回
は
、
農
業
分
野
の
外

国
人
労
働
力
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
特
集
を
組
む
こ
と
と
し

た
。外

国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
は
、
食
料
・
農
業
・

農
村
白
書
で
は
二
〇
〇
七
年
度
版
で
初
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

ま
た
、
研
修
・
技
能
実
習
制
度
に
つ
い
て
は
、
労
働
法
規
に
違
反

す
る
よ
う
な
不
適
正
な
扱
い
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
等
か

ら
、
政
府
は
「
遅
く
と
も
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
年
）
通
常
国

会
ま
で
に
関
係
法
案
提
出
」
を
す
る
こ
と
と
し
て
、
実
務
研
修
中

の
研
修
生
の
法
的
保
護
と
技
能
実
習
に
関
す
る
在
留
資
格
の
整
備

な
ど
を
行
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
農
業
分
野
を
中
心
に
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習

生
の
現
状
を
み
る
と
と
も
に
、
研
修
・
技
能
実
習
制
度
が
ど
の
よ

う
な
方
向
に
変
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
あ
る
問

題
は
な
に
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力
の
現
状
と
課
題

―
農
業
分
野
の
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
を
中
心
に
―

国
学
院
大
学
兼
任
講
師

神
山

安
雄

������������������������� 農村と都市をむすぶ２００９．１
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表１ 官民別外国人研修生入国者の推移
単位；千人

資料；２００８年度版外国人・技能実習事業実施状況報告（ＪＩＴＣＯ白書）、（財）国際
研修協力機構（ＪＩＴＣＯ）、２００８年９月、により作成。

注 １）国の受け入れは、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）等をつうじたもの。
２）団体監理型は、事業協同組合、農協、商工会等を一次受け入れ機関としたもの。

図１ 外国人研修・技能実習制度の概要（現行と改定方向案）

資料；研修・技能実習制度研究会報告、により作成。

日本における外国人労働力の現状と課題 �����������������������������

１１



１
、
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
の
現
状

外
国
人
研
修
・
実
習
生
数
の
増
加

外
国
人
の
新
規
入
国
者（
二
〇
〇
七
年
七
七
二
万
人
）の
う
ち
、

九
六
％
（
七
三
八
万
人
）
が
観
光
目
的
な
ど
の
短
期
滞
在
で
あ
る

（
法
務
省
調
べ
）。そ
れ
以
外
で
は
、
在
留
資
格
「
研
修
」
が
一
〇

・
二
万
人
、「
興
行
」
三
・
九
万
人
な
ど
で
あ
る
。

外
国
人
研
修
生
の
現
状
の
特
徴
は
、
第
一
に
、「
研
修
」
目
的
に

よ
る
外
国
人
入
国
者
数
が
近
年
、
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
（
表
１
）。

「
研
修
」
目
的
の
入
国
者
数
の
う
ち
、
約
七
割
が
国
際
研
修
協

力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
）
の
支
援
す
る
民
間
の
「
研
修
」
で
あ
る
。

「
研
修
」
目
的
か
「
就
労
」
目
的
か

第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
民
間
の
「
研
修
」
目
的
の
入
国
が
、
実

質
的
に
は
「
労
働
」
目
的
の
入
国
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

現
在
の
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
、
開
発
途
上
国
な
ど

の
「
人
づ
く
り
」
に
協
力
し
て
技
術
移
転
を
う
な
が
す
と
い
う
目

的
（
名
目
）
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
入
国
し
た
外
国
人
は
、
最
長
で
一
年
間
の

「
研
修
」（
座
学
お
よ
び
実
務
研
修
）
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
最

初
の
一
年
間
は
「
研
修
生
」
で
あ
り
、
雇
用
関
係
の
も
と
に
は
な

い
。
つ
ま
り
身
分
上
、「
労
働
者
」
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
最
低

賃
金
制
は
適
用
さ
れ
ず
（
研
修
手
当
て
が
支
払
わ
れ
る
）、そ
の
代

わ
り
に
「
研
修
生
」
に
対
す
る
超
過
勤
務
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

一
年
以
内
の
「
研
修
」
期
間
が
終
わ
る
前
に
、
技
能
検
定
基
礎
試

験
を
受
験
し
て
研
修
成
果
の
評
価
な
ど
が
行
わ
れ
、
要
件
を
満
た

す
と
、
在
留
資
格
が
「
研
修
」
か
ら
「
特
定
活
動
（
技
能
実
習
）」

に
切
り
替
え
ら
れ
る
。「
技
能
実
習
生
」
は
受
け
入
れ
企
業
と
の
間

で
雇
用
関
係
を
む
す
び
、「
労
働
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
最
低
賃

金
制
が
適
用
さ
れ
、
超
過
勤
務
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
人

研
修
・
技
能
実
習
制
度
で
は
、
合
わ
せ
て
最
長
三
年
間
の
滞
在
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。

外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
、目
的
を
途
上
国
な
ど
の「
人

づ
く
り
」
へ
の
協
力
（
研
修
・
技
能
実
習
）
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
研
修
生
は
男
女
と
も
二
〇
〜
二
四
歳
が
も
っ
と
も
多
く
、
全

体
で
四
一
％
、
二
五
〜
二
九
歳
が
二
九
％
で
あ
り
、
技
能
実
習
生

は
二
〇
〜
二
九
歳
が
七
割
強
を
し
め
て
お
り
、
実
質
は
日
本
人
の

若
年
齢
層
の
労
働
者
を
雇
用
し
に
く
い
業
種
部
門
が
外
国
人
を
雇

用
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

送
り
出
し
国
と
受
け
入
れ
業
種

第
三
に
、
民
間
「
研
修
」（
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
支
援
）
で
は
、
中
国
人

が
約
八
割
を
占
め
て
い
る（
表
２
）。つ
づ
い
て
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
で

���������������������������� 日本における外国人労働力の現状と課題
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あ
る
。

第
四
に
、
民
間
「
研
修
」
の
受
け
入
れ

は
、
衣
服
・
そ
の
他
繊
維
製
品
製
造
業
が

も
っ
と
も
多
く
、
つ
づ
い
て
食
料
品
製
造

業
、
輸
送
用
機
器
製
造
業
、
建
設
関
連
工

事
業
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
は
五
番

目
に
多
く
、
〇
七
年
で
は
六
一
二
五
人
で

あ
る
（
表
３
）。

一
企
業
当
た
り
の
受
け
入
れ
人
数
は
、

電
気
機
器
製
造
業
が
も
っ
と
も
多
く
（
一

社
当
た
り
七
・
九
八
人
）、こ
れ
に
精
密
機

器
製
造
業
（
同
七
・
六
〇
人
）、輸
送
用
機

器
（
自
動
車
な
ど
）
製
造
業
（
五
・
八
九

人
）、食
料
品
製
造
業
（
四
・
五
九
人
）
が

つ
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
製

造
業
が
現
地
法
人
や
合
弁
企
業
な
ど
を
つ

う
じ
て
企
業
単
独
型
で
外
国
人
研
修
生
を

受
け
入
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
表
３
）。

一
企
業
当
た
り
受
け
入
れ
人
数
は
、
衣

服
・
そ
の
他
繊
維
製
品
製
造
業
、
金
属
製

品
製
造
業
、
建
設
関
連
工
事
業
な
ど
で
は

比
較
的
少
な
い
。
ま
た
、
農
業
は
も
っ
と

も
少
な
く
、
一
経
営
当
た
り
一
・
九
七
人

表２ ＪＩＴＣＯ支援の外国人研修生数の推移（２００１－０７年）
単位；千人

資料；前掲２００８年版ＪＩＴＣＯ白書等により作成。

表３ ＪＩＴＣ０支援の外国人研修生の
産業・業種別状況（２００７年）

資料；表１に同じ。
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で

あ

る
（
表
３
）。こ
れ

は
、
こ
れ
ら
の
業
種
が
事

業
協
同
組
合
、
農
協
な
ど

を
一
次
受
け
入
れ
機
関
と

し
、
中
小
経
営
を
二
次
受

け
入
れ
機
関
と
す
る
団
体

監
理
型
の
受
け
入
れ
が
多

い
た
め
で
あ
る
。

第
五
の
特
徴
は
、
一
年

以
内
の
「
研
修
」
を
終
え

て
「
技
能
実
習
」
へ
移
行

す
る
た
め
に
技
能
評
価
試

験
を
受
験
申
請
し
て
い
る

人
た
ち
も
年
々
増
え
て
い

る
こ
と
で
あ
る
（
表
４
）。

技
能
実
習
移
行
申
請
者

数
は
〇
七
年
度
、
全
体
で

六
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。
農

業
分
野
も
年
々
増
え
て
、

〇
七
年
度
で
は
四
〇
四
五

人
と
四
千
人
を
超
え
た
。

技
能
実
習
の
対
象
は
六

二
職
種
一
一
四
作
業
に
の

ぼ
っ
て
い
る
が
、
農
業
は
、
耕
種
農
業
（
施
設
園
芸
（
き
の
こ
栽

培
を
含
む
）、畑
作
・
野
菜
）、畜
産
農
業
（
酪
農
、
養
豚
、
養
鶏
）

の
二
職
種
五
業
種
に
な
っ
て
い
る
。

第
六
の
特
徴
は
、
研
修
生
受
け
入
れ
企
業
は
、
特
に
団
体
監
理

型
で
は
中
小
企
業
が
多
く
、
団
体
監
理
型
で
は
従
業
員
規
模
一
〇

〇
人
未
満
の
企
業
に
外
国
人
研
修
生
の
七
三
％
が
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
逆
に
企
業
単
独
型
で
は
、
従
業
員
規
模
三
〇
〇
人
以
上

の
企
業
に
外
国
人
研
修
生
の
七
〇
％
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

研
修
・
実
習
生
の
処
遇

第
七
の
特
徴
は
、
外
国
人
研
修
生
が
低
労
働
報
酬
・
低
賃
金
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

滞
在
一
年
目
の
「
研
修
生
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
労
働
者
」

と
し
て
扱
わ
れ
ず
最
低
賃
金
制
が
適
用
さ
れ
な
い
。「
研
修
生
」
の

研
修
手
当
て
は
、
月
額
六
万
〜
七
万
円
が
五
七
％
と
も
っ
と
も
多

く
、
全
体
で
は
平
均
月
額
六
・
六
万
円
、
団
体
監
理
型
で
は
六
・

四
万
円
、
企
業
単
独
型
で
八
・
三
万
円
で
あ
る
（
〇
七
年
度
、
Ｊ

Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
調
べ
）。

二
年
目
以
降
の
「
技
能
実
習
生
」
は
労
働
者
扱
い
と
な
る
が
、

支
給
予
定
賃
金
（
基
本
給
）
は
、
男
女
と
も
月
額
一
一
万
〜
一
三

万
円
が
も
っ
と
も
多
く
（
男
性
五
八
％
、
女
性
七
二
％
）、男
性
が

平
均
月
額
一
二
・
五
万
円
、
女
性
が
一
一
・
七
万
円
で
あ
る
（
〇

七
年
度
、
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
調
べ
）。

表４ 技能実習移行申請者数の推移（２００１－２００６年度、産業・業種別）
単位；千人

資料；ＪＩＴＣＯ関係資料により作成。
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こ
の
労
働
報
酬
・
賃
金
水
準
は
あ
く
ま
で
も
名
目
で
あ
り
、
こ

こ
か
ら
食
費
や
寮
費
な
ど
が
差
し
引
か
れ
て
い
る
事
例
が
大
半
で

あ
る
。

不
法
残
留
・
失
踪
の
要
因

第
八
に
、
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
の
不
法
残
留
・
失
踪

等
は
、
ひ
と
こ
ろ
よ
り
は
減
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
発
生
し
て
い

る
。
在
留
資
格
「
研
修
」
の
外
国
人
の
う
ち
、
許
可
さ
れ
た
在
留

期
間
を
超
え
て
在
留
し
て
い
た
不
法
残
留
者
は
〇
四
年
一
月
一
日

現
在
約
四
千
人
だ
っ
た
が
、
〇
八
年
一
月
一
日
現
在
は
三
一
三
六

人
（
登
録
者
数
の
三
・
六
％
）
で
あ
る
。
こ
の
不
法
残
留
率
は
、

在
留
資
格
「
興
行
」
の
四
二
・
一
％
、「
就
学
」
の
一
一
・
三
％
、「
留

学
」
の
五
・
〇
％
よ
り
は
低
い
。
技
能
実
習
生
の
失
踪
者
数
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
に
報
告
の
あ
っ
た
も
の
だ
け
で
、
二
〇
〇
〇
年
度
八

六
二
人
か
ら
〇
七
年
度
二
一
三
八
人
に
増
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
不
法
残
留
・
失
踪
等
の
要
因
は
、
研
修
生
・
実
習
生

数
が
増
え
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
送
り
出
し
側
・
受
け
入
れ
側

の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

送
り
出
し
側
の
問
題
と
し
て
は
、
特
に
中
国
な
ど
か
ら
の
団
体

監
理
型
の
研
修
生
に
つ
い
て
は
送
り
出
し
機
関
が
保
証
金
等
を
送

り
出
し
研
修
生
か
ら
徴
収
し
て
い
る
例
が
多
く
あ
り
、
そ
の
場
合

は
研
修
生
は
渡
航
前
か
ら
借
金
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
研
修
・
実

習
期
間
を
ま
っ
と
う
し
て
も
十
分
な
報
酬
・
賃
金
を
得
ら
れ
な
け

れ
ば
、
帰
る
に
帰
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
受
け
入
れ
側
の

問
題
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
研
修
生
・
実
習
生
は
低
労
働

報
酬
・
低
賃
金
で
あ
り
、
二
次
受
け
入
れ
機
関
が
中
小
企
業
の
多

い
団
体
監
理
型
で
は
、「
研
修
生
」
に
対
す
る
超
過
勤
務
の
強
要
や

「
技
能
実
習
生
」
に
対
す
る
最
低
賃
金
制
の
不
適
用
な
ど
の
問
題

が
ま
だ
散
見
さ
れ
て
い
る
。
失
踪
を
防
ぐ
た
め
に
パ
ス
ポ
ー
ト
と

預
金
通
帳
・
印
鑑
を
受
け
入
れ
側
が
預
か
る
（
取
り
上
げ
る
）
と

い
っ
た
人
権
無
視
の
違
法
行
為
も
あ
る
。

農
業
研
修
・
実
習
の
特
殊
性

農
業
部
門
は
、
耕
種
農
業
は
季
節
の
繁
閑
が
激
し
く
、
ま
た
畜

産
は
毎
日
仕
事
が
あ
る
と
い
っ
た
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
労
働
基
準
法
で
は
、
労
働
時
間
と
休
日
に
つ
い
て
例
外
扱

い
を
し
て
い
る
。

農
業
分
野
に
お
い
て
は
、
実
務
研
修
・
技
能
実
習
の
就
労
時
間

・
休
日
に
つ
い
て
は
柔
軟
性
を
も
た
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

施
設
園
芸
、
畑
作
・
野
菜
で
は
、
野
菜
等
の
市
場
等
へ
の
出
荷

時
間
に
合
わ
せ
て
「
作
業
（
就
労
）
時
間
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
施
設
園
芸
の
研
修
・
実
習
受
け
入
れ
先
で
は
、
朝
五
時
半
か

ら
午
後
三
時
半
の
「
作
業
（
就
労
）
時
間
」
だ
っ
た
。

酪
農
の
場
合
、
朝
夕
二
回
の
搾
乳
が
あ
り
、
昼
間
の
休
憩
時
間

を
長
く
し
て
「
作
業
（
就
労
）
時
間
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
朝
昼
夕
三
回
の
搾
乳
が
あ
る
メ
ガ
フ
ァ
ー
ム
で
は
、
朝
昼
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夜
三
交
代
の
「
作
業
（
就
労
）
時
間
」
に
な
っ
て
い
る
。

問
題
は
、畑
作
・
園
芸
地
帯
に
多
い
滞
在
一
年
未
満
の「
研
修
生
」

で
あ
る
。
受
け
入
れ
側
は
も
っ
ぱ
ら
低
賃
金
労
働
力
と
し
て
の
扱

い
を
し
て
お
り
、こ
れ
が「
研
修
・
実
習
制
度
」の
中
で「
研
修
生
」と

し
て
労
働
者
扱
い
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
研
修
生
」に
も

か
か
わ
ら
ず
超
過
勤
務
が
強
い
ら
れ
、
研
修
生
側
も
労
働
報
酬
欲

し
さ
に
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
外
国
人
研
修
・

技
能
実
習
制
度
の
矛
盾
点
―
―
名
目
は
「
研
修
」
・
実
態
は
「
就

労
」

が
も
っ
と
も
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

外
国
人
研
修
・
実
習
生
の
地
域
性

外
国
人
研
修
・
実
習
生
の
都
道
府
県
別
動
向
を
技
能
実
習
移
行

申
請
者
数
で
み
る
と
、
愛
知
県
が
も
っ
と
も
多
く
、
〇
七
年
度
六

七
六
七
人
（
全
体
の
一
一
・
二
％
）
で
あ
り
、
業
種
は
機
械
・
金

属
製
造
業
が
二
二
六
六
人
と
県
内
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
次
ぐ
の
が
、岐
阜
県
の
四
六
三
八
人（
全
体
の
七
・
七
％
）

で
、
業
種
は
繊
維
・
衣
服
製
造
業
が
二
三
四
八
人
と
県
内
の
二
分

の
一
を
占
め
て
い
る
。
東
海
地
方
は
、
静
岡
県
が
二
六
六
四
人（
全

体
の
四
・
四
％
）、三
重
県
が
二
六
〇
三
人（
四
・
三
％
）と
多
く
、

東
海
地
方
だ
け
で
技
能
実
習
移
行
申
請
者
数
の
二
八
％
を
占
め
て

い
る
。
静
岡
県
も
三
重
県
も
業
種
は
機
械
・
金
属
製
造
業
が
多
い

（
前
掲
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
白
書
、
以
下
同
じ
）。

広
島
県
は
、
技
能
実
習
移
行
申
請
者
数
が
〇
七
年
度
三
四
〇
六

人
（
全
体
の
五
・
七
％
）
で
、
業
種
は
そ
の
他
製
造
業
が
半
分
近

く
を
占
め
て
い
る
。

茨
城
県
は
、
申
請
者
数
が
二
八
四
八
人
（
全
体
の
四
・
七
％
）

で
あ
る
が
、
業
種
で
は
農
業
が
一
二
四
九
人
と
県
内
の
四
四
％
、

農
業
分
野
の
申
請
者
数
の
三
一
％
を
占
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
の
業
種
に
よ
っ
て
は
、
外
国
人
研
修
・

実
習
生
の
存
在
は
雇
用
情
況
に
影
響
を
与
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い

る
。
農
業
分
野
に
お
い
て
も
、
茨
城
県
の
畑
作
・
施
設
園
芸
地
帯

に
お
い
て
は
外
国
人
研
修
・
実
習
生
の
労
働
力
が
な
け
れ
ば
農
業

経
営
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
情
況
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。

２
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
改
善
方
向

不
正
行
為
認
定
件
数
の
増
加

外
国
人
研
修
・
実
習
生
数
は
地
域
の
雇
用
情
況
に
影
響
を
与
え

る
ま
で
に
増
加
し
て
い
る
が
、
法
務
省
に
よ
る
受
け
入
れ
機
関
の

不
正
行
為
認
定
件
数
も
増
加
し
て
い
る
。

不
正
行
為
認
定
件
数
は
、
〇
三
年
九
二
件
か
ら
〇
六
年
二
二
九

件
に
増
加
し
た
。
〇
六
年
の
そ
の
内
訳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
（
食
料
・
農
業
・
農
村
白
書
二
〇
〇
七
年
度
版
）。

①
申
請
と
異
な
る
機
関
で
の
研
修
生
等
の
受
け
入
れ
（
七
四
機

関
）

②
研
修
生
の
「
所
定
時
間
外
作
業
」（
六
九
機
関
）（
研
修
生
に
対

し
禁
止
さ
れ
て
い
る
時
間
や
休
日
に
作
業
を
行
わ
せ
た
）
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③
研
修
・
技
能
実
習
計
画
と
の
齟
齬
（
四
六
機
関
）

④
虚
偽
の
申
請
書
類
・
監
査
報
告
書
等
の
提
出
（
四
三
機
関
）

⑤
労
働
関
係
法
規
違
反
（
三
七
機
関
）（
最
低
賃
金
法
、
労
働
基

準
法
等
の
違
反
）

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
、
適

正
な
運
営
・
運
用
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

制
度
適
正
化
に
向
け
た
検
討

こ
の
た
め
、政
府
内
で
は
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の「
適

正
化
」
に
向
け
て
、
検
討
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
規
制
改
革
推

進
会
議
「
第
二
次
答
申
」（
〇
七
年
一
二
月
）
を
受
け
て
、
政
府
は

「
規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
三
か
年
計
画
（
改
訂
）」
を
〇
八
年

三
月
に
閣
議
決
定
し
た
。

「
三
か
年
計
画
（
改
訂
）」
は
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制

度
に
つ
い
て
、「
遅
く
と
も
平
成
二
一
年
（
〇
九
年
）
通
常
国
会
ま

で
に
関
係
法
案
提
出
」
と
い
う
基
本
方
針
の
下
で
、
研
修
生
・
技

能
実
習
生
の
保
護
、
受
け
入
れ
機
関
の
適
正
化
、
送
り
出
し
機
関

の
適
正
化
要
請
な
ど
の
関
係
法
令
改
正
を
待
つ
こ
と
な
く
前
倒
し

で
き
る
措
置
を
早
急
に
講
じ
る
と
し
た
。

研
修
・
実
習
生
の
保
護
は
、
母
国
語
で
相
談
で
き
る
「
外
国
人

研
修
生
・
技
能
実
習
生
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
の
開
設
等
で
あ
る
。
ま

た
、
労
働
関
係
法
令
の
説
明
や
受
け
入
れ
機
関
に
よ
る
不
正
行
為

に
対
す
る
対
処
方
法
な
ど
の
講
習
会
を
行
う
と
し
て
い
る
。

受
け
入
れ
機
関
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
に
よ
る

巡
回
指
導
の
強
化
、
不
正
行
為
が
認
定
さ
れ
た
受
け
入
れ
機
関
に

対
す
る
新
規
受
け
入
れ
停
止
措
置
の
強
化
（
重
大
な
不
正
行
為
は

新
規
受
け
入
れ
を
五
年
間
停
止
な
ど
）
を
打
ち
だ
し
た
。

送
り
出
し
機
関
の
適
正
化
要
請
に
つ
い
て
は
、
送
り
出
し
機
関

の
適
正
な
認
定
基
準
の
設
定
、
保
証
金
搾
取
な
ど
の
実
態
把
握
と

対
策
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
対
策
な
ど
を
送
り
出
し
国
に
対
し
引
き
つ
づ

き
要
請
す
る
と
し
た
。
保
証
金
・
管
理
費
等
の
徴
収
が
判
明
し
た

送
り
出
し
機
関
か
ら
の
受
け
入
れ
停
止
措
置
に
つ
い
て
も
打
ち
だ

し
た
。

実
務
研
修
中
の
「
研
修
生
」
に
対
し
て
労
働
関
係
法
令
を
適
用

す
る
た
め
の
関
係
法
令
改
正
の
検
討
、
再
入
国
し
て
技
能
実
習
を

受
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
再
技
能
実
習
・
高
度
技
能
実
習
制
度
」

の
検
討
方
針
も
打
ち
だ
し
た
。

制
度
研
究
会
報
告
の
改
善
方
向

政
府
の
設
置
し
た
研
修
・
技
能
実
習
制
度
研
究
会
は
、
〇
七
年

中
間
報
告
、
〇
八
年
報
告
で
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
を

現
行
の
〈
研
修
（
一
年
）
＋
技
能
実
習
（
二
年
）〉
の
仕
組
み
を
、

最
初
か
ら
雇
用
関
係
の
下
で
技
能
実
習
（
三
年
）
を
行
う
仕
組
み

に
変
え
、
実
務
研
修
生
・
技
能
実
習
生
の
法
的
保
護
の
た
め
に
労

働
関
係
法
令
を
適
用
す
る
よ
う
、
関
係
法
令
を
改
正
す
る
と
い
う

改
善
方
向
を
打
ち
だ
し
て
い
る
（
図
１
）。
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そ
の
上
で
、
技
能
実
習
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
実
習

指
導
員
の
配
置
や
、
技
能
実
習
終
了
時
の
評
価
を
義
務
づ
け
る
と

し
て
い
る
。
実
習
指
導
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
新
規
受
け

入
れ
人
数
（
フ
ロ
ー
）
を
制
限
し
、
実
習
生
と
日
本
人
従
業
員
数

に
一
定
の
比
率
を
設
け
て
ス
ト
ッ
ク
面
も
制
限
す
る
必
要
が
あ
る

と
提
案
し
て
い
る
。

事
業
協
同
組
合
・
農
協
な
ど
の
受
け
入
れ
団
体
（
一
次
受
け
入

れ
機
関
）
の
受
け
入
れ
企
業
（
二
次
受
け
入
れ
機
関
）
に
対
す
る

監
理
責
任
を
明
確
に
し
て
、
不
正
行
為
を
行
っ
た
場
合
の
規
制
を

厳
格
化
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。

現
行
の
研
修
・
実
習
生
あ
っ
せ
ん
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
受
け

入
れ
団
体
が
高
額
の
管
理
費
な
ど
を
と
っ
た
り
、
送
り
出
し
機
関

が
高
額
の
保
証
金
を
と
っ
た
り
し
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
た
め
、
こ
れ
を
「
適
正
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
す
る
た
め
に
、
受

け
入
れ
団
体
に
つ
い
て
は
新
た
な
許
可
制
を
導
入
し
、
国
内
外
の

あ
っ
せ
ん
機
関
も
届
け
出
制
と
し
て
、
送
り
出
し
政
府
と
連
携
し

て
適
正
化
を
図
る
方
向
を
打
ち
だ
し
た
。

申
請
と
異
な
る
機
関
で
の
研
修
・
実
習
（
飛
ば
し
）
や
パ
ス
ポ

ー
ト
取
り
あ
げ
等
の
不
正
行
為
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ

Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
を
つ
う
じ
た
巡
回
指
導
を
強
化
す
る
方
針
も
示
し
て
い

る
。問

題
の
「
一
年
以
内
の
研
修
生
」
に
対
し
て
は
、「
実
務
研
修
」

中
は
労
働
関
係
法
令
を
適
用
で
き
る
よ
う
、
在
留
資
格
「
研
修
」

の
取
り
扱
い
を
整
理
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
年
間
の
研
修
・
技
能
研
修
が
終
了
し
た
後
、
再
入
国

し
て
「
再
技
能
実
習
」
を
行
う
仕
組
み
を
、
企
業
単
独
型
の
受
け

入
れ
で
最
長
二
年
認
め
る
必
要
の
あ
る
こ
と
も
提
言
し
た
。

３
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
問
題
点

外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
問
題
点
は
、
名
目
は
開
発
途

上
国
の
「
人
づ
く
り
」
へ
の
協
力
、
そ
の
た
め
の
技
術
移
転
に
置

き
な
が
ら
も
、
実
態
は
若
年
層
の
低
賃
金
労
働
力
を
海
外
か
ら
調

達
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
に
あ
る
。

技
術
の
海
外
移
転
に
つ
い
て
は
、
電
気
機
器
・
精
密
機
器
・
輸
送

用
機
器
・
食
料
品
製
造
業
な
ど
一
部
の
製
造
業
企
業
が
、
進
出
先

の
現
地
法
人
や
合
弁
企
業
と
連
携
し
て
企
業
内
国
際
分
業
を
確
立

す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

政
府
は
、
現
行
制
度
の
手
直
し
を
進
め
て
い
る
が
、
最
初
に
行

う
べ
き
こ
と
は
、「
研
修
生
」
と
呼
ば
れ
る
在
留
資
格
「
研
修
」
の

滞
在
一
年
未
満
の
で
あ
る
「
実
務
研
修
生
」
に
対
し
て
、
労
働
関

係
法
令
を
適
用
し
て
「
労
働
者
」
と
し
て
の
人
権
を
認
め
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
国
内
外
を
つ
う
じ
た
研
修
生
・
技
能
実
習
生
あ
っ

せ
ん
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
厳
格
な
規
制
を
加
え
る
よ
う
改
正
す
べ

き
で
あ
る
。
送
り
出
し
機
関
に
よ
る
高
額
な
保
証
金
等
の
徴
収
、

受
け
入
れ
機
関
に
よ
る
高
額
な
管
理
費
等
の
徴
収
、
研
修
生
・
実

���������������������������� 日本における外国人労働力の現状と課題
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習
生
か
ら
の
パ
ス
ポ
ー
ト
取
り
上
げ
等
の
人
権
無
視
行
為
、
と
り

わ
け
「
研
修
生
」
に
対
す
る
「
超
過
勤
務
」
の
強
要
な
ど
が
ま
か

り
と
お
っ
て
い
る
実
態
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
に
よ

っ
て
、
外
国
人
の
看
護
師
・
介
護
福
祉
士
に
定
住
を
含
め
た
就
労

を
認
め
る
制
度
が
動
き
出
し
て
い
る
（
注
２
）
。外
国
人
労
働
者
の
受

け
入
れ
に
関
す
る
関
係
法
令
の
整
備
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

整
備
方
向
は
、「
労
働
者
」
と
し
て
の
人
権
を
認
め
る
こ
と
が
大
前

提
に
あ
る
。
世
界
大
不
況
の
中
で
雇
用
情
勢
が
悪
化
す
る
ほ
ど
、

「
労
働
者
」
と
し
て
の
人
権
保
護
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

農
業
分
野
の
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
も
、
農
業

の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
て
柔
軟
性
を
も
っ
た
制
度
の
運
用
を
お
こ
な

い
つ
つ
、「
労
働
者
」
と
し
て
の
扱
い
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
、
滞
在
一
年
以
内
の
短
期
的
な
「
研
修
生
」
に
対
す
る
扱
い

は
早
急
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
注
】

１
、『
農
村
と
都
市
を
む
す
ぶ
』
６
６
０
号
（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）、特
集
「
農
業
経

営
に
お
け
る
労
働
力
雇
用
」。

２
、
沢
見
涼
子
「
看
護
・
介
護
の
現
場
で
求
め
ら
れ
る
�
国
際
力
�
と
は
」

（『
世
界
』
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
号
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

日本における外国人労働力の現状と課題 �����������������������������
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１
、
は
じ
め
に

近
年
、
再
び
日
本
へ
の
外
国
人
労
働
力
の
導
入
に
関
す
る
論
議

が
再
燃
し
た
。
前
回
論
議
が
沸
騰
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
後

半
で
あ
る
。
そ
の
当
時
は
主
と
し
て
外
国
人
労
働
力
の
導
入
の
是

非
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
一
九
九
〇
年
の
入
管
法
改
正
に
反

映
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
一
年
の
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ

り
不
況
に
陥
っ
た
日
本
は
外
国
人
労
働
者
問
題
を
い
っ
た
ん
忘
れ

か
け
た
よ
う
に
思
え
た
が
、
再
度
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
か

ら
こ
の
問
題
が
メ
デ
ィ
ア
を
に
ぎ
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
前
回
と

異
な
る
点
は
、
日
本
へ
の
外
国
人
労
働
者
の
「
受
け
入
れ
是
非
」

が
最
早
テ
ー
マ
と
は
な
ら
ず
、
既
に
日
本
で
就
労
し
て
い
る
外
国

人
労
働
者
や
家
族
の
問
題
と
、
今
後
の
外
国
人
労
働
者
の
「
受
け

入
れ
方
法
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
外
国
人
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
基
本
的
に
拒
否
す

る
と
い
う
日
本
の
移
民
政
策
の
基
本
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
間
の
二
〇
年
の
歳
月
を
経
て
日
本
社
会
で
は
、
①
外
国
人

労
働
者
が
既
に
一
部
の
業
種
、
地
域
で
は
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
②
今
後
も
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
継
続
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
の
二
つ
の
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
、そ

う
し
た
変
化
は
ほ
ぼ
現
在
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
よ
う
。

そ
こ
で
以
下
、
現
在
の
日
本
で
就
労
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者

を
類
型
化
し
た
上
で
そ
の
実
態
を
類
型
ご
と
に
示
し
、
今
後
の
受

け
入
れ
方
法
の
検
討
資
料
と
し
た
い
。

２
、
日
本
の
外
国
人
・
世
界
の
外
国
人

最
初
に
日
本
在
住
の
外
国
人
数
、
就
労
外
国
人
数
の
割
合
を
世

界
の
先
進
諸
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
日
本
の
二
〇
〇
七

年
の
外
国
人
登
録
者
は
二
一
五
万
二
、
九
七
三
人
で
、
総
人
口
の

一
・
六
九
％
で
あ
る
。
日
本
の
総
人
口
が
停
滞
な
い
し
は
減
少
し

て
い
る
中
で
在
留
外
国
人
は
増
加
し
て
い
る
か
ら
、
外
国
人
比
率

も
当
然
増
加
し
、
一
九
九
〇
年
の
〇
・
八
七
％
か
ら
一
貫
し
て
増

日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
類
型
と
そ
の
現
状

法
政
大
学
社
会
学
部
教
授

上
林

千
恵
子
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外国人労働力比率

（％）

外国人生まれの人

の総人口に占める

割合（％）

0.3

1.3

15.6

8.5

6.3

11.0

5.9

8.5

1.6

1.9

13.0

12.9（注2）

8.3

10.1

2.5（注3）

11.9

日 本

韓 国

アメリカ

ド イ ツ

フランス

イギリス

イタリア

スペイン

加
傾
向
に
あ
る
。
一
九
九
七
年
の
外
国
人
登
録
者
は
一
四
八
万

二
、
七
〇
七
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
一
〇
年
間

に
、
外
国
人
登
録
者
は
お
よ
そ
一
・
五
倍
近
く
増
加
し
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
一
〇
年
間
の
平
均
増
加
率
は
三
・
八
％
と
な
り
、
日

本
人
の
人
口
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
外
国
人
の
伸

び
率
が
は
る
か
に
高
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
外
国
人
比
率
を
世
界
の
主
要
国
と
比
較
す
る

と
日
本
は
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
例
外
的
に
低
い
こ
と
が
わ

か
る
（
表
１
参
照
）。二
〇
〇
六
年
度
の
日
本
の
一
・
六
％
と
い
う

外
国
人
比
率
は
、
隣
国
韓
国
よ
り
も
低
い
。
移
民
国
ア
メ
リ
カ
が

高
い
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
、
か
っ
て
の
労

働
力
送
り
出
し
国
イ
タ
リ
ア
を
除
き
、
ほ
ぼ
一
割
前
後
の
比
率
と

な
る
。
外
国
人
労
働
者
比
率
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
〇
・
三
％
と

他
国
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
。
こ
の
比
率
を
見
た
上
で
、
日
本
の

高
齢
化
比
率
が
世
界
一
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ま
だ
ま
だ

外
国
人
労
働
者
を
導
入
す
る
余
地
が
高
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
現
在
の
日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
状
況
を
み
る

と
、
果
た
し
て
外
国
人
労
働
者
比
率
は
表
１
が
示
す
ほ
ど
低

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
数
値
の
根
拠

を
確
認
す
る
と
、
こ
こ
で
の
外
国
人
労
働
者
は
、
就
労
目
的

の
在
留
資
格
、
い
わ
ゆ
る
専
門
的
・
技
術
的
職
種
で
入
国
し

た
人
の
み
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

周
知
の
よ
う
に
現
実
の
、
日
本
の
外
国
人
労
働
者
は
こ
う

し
た
就
労
ビ
ザ
取
得
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
や
、
就
労
ビ

ザ
取
得
者
以
外
の
在
留
資
格
保
持
者
の
割
合
の
高
い
こ
と
が

日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
表
２

は
、
日
本
で
就
労
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
を
類
型
別
に
整

理
し
た
結
果
で
あ
る
。
就
労
目
的
で
入
国
し
た
外
国
人
は
お

よ
そ
一
九
万
人
、
研
修
生
、
技
能
実
習
生
、
留
学
生
、
定
住

者
、
不
法
就
労
者
、
一
般
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
労
働
者
類

型
を
す
べ
て
合
計
す
る
と
一
三
五
万
人
で
あ
る
。
就
労
目
的

表１ 世界主要国の外国人比率と外国人労働比率
（２００６年度）

出所：OECD(2008)International Migration Outlook , Paris, OECD、
p.324,p.378より作成
注１）日本の外国人人口比率は、法務省入管局『平成２０年版出入国管

理』による。韓国の外国人労働力比率は、Young－bun Park
(2008)�Actual Working/living situations on foreign workers
and families in Korea�, paper presented at the 2008
International Workshop, �Workshop on International
Migration and Labour Market� in Tokyoによる

注２）２００３年度数値
注３）２００１年数値
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就労目的の在留資格 193,785

研修生 88,086

特定活動（技能実習生など） 104,488

資格外活動（留学生）注1） 110,000

定住者（日系人） 268,604

合法就労者

小計 764,963

（不法残留者） 149,785

 439,757

不法就労者

一般永住者

　　　　　　合計 1,354,505

在
留
者
、
す
な
わ
ち
専
門
・
技
術
分
野
の
入
国
者
は
現
在
の
日
本

の
労
働
市
場
で
は
約
一
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
確
か
に
、
不
法
就
労
者
を
含
め
他
の
外
国
人
類
型
を
す
べ
て

労
働
力
と
し
て
み
な
す
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
労
働
市

場
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
彼
ら
を
労
働
力
と
し
て
み
な
さ

な
け
れ
ば
、
現
状
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の

類
型
を
合
計
し
た
一
三
五
万
人
と
い
う
数
値
は
、
日
本
の
労
働
力

の
お
よ
そ
二
％
に
あ
た
る
。
そ
れ
で
も
諸
外
国
と
比
較
す
る
と
こ

の
数
値
は
ま
だ
ま
だ
低
く
、
積
極
的
な
移
民
導
入
政
策
を
と
っ
て

い
な
い
国
と
し
て
の
日
本
の
立
場
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

日
本
の
場
合
、
外
国
人
労
働
者
の
確
保
は
定
住
者
ビ
ザ
の
日
系

人
を
含
め
て
、
す
べ
て
定
住
を
前
提
と
し
な
い
一
時
的
滞
在
者
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
も
近
年
は
一
時
的

移
民
（tem

p
orary

lab
ou
r
m
ig
ration

）
の
果
た
す
役
割
を

認
め
、
移
民
（m

ig
ran
t

）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
こ
の
一
時
的

移
民
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最
近
の
傾
向
を
示
し
た
も
の

が
表
３
と
な
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
は
、
一
時
的
移
民
の
概
念

が
国
に
よ
っ
て
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
こ
の
数
値
自
体
の

信
憑
性
が
そ
れ
ほ
ど
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
断
り
書
き
が

付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
全
体
の
お
お
よ
そ
の
見
当
は

つ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

１
、
研
修
生
（
日
本
で
は
研
修
生
ビ
ザ
）、ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ

ー
（
日
本
で
は
特
定
活
動
ビ
ザ
）
は
労
働
力
の
類
型
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
研
修
目
的
、

特
定
活
動
の
目
的
で
入
国
し
た
と
す
る
の
で
、
労
働
力
に
分

類
し
て
い
な
い
。

２
、
一
時
的
移
民
の
主
要
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
季
節
労
働
者
は

日
本
で
は
存
在
し
な
い
。

表２ 日本の外国人労働者の推計（２００７年）

出所：法務省（２００８）『平成２０年版在留外国人統計』入管協会

注１）この数値は２００５年の厚生労働省推計値
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３
、
一
時
的
移
民
受
け
入
れ
人
数
の
人

口
比
を
見
る
と
、
日
本
の
場
合
、
外

国
人
労
働
者
比
率
で
み
た
程
に
は
低

く
は
な
い
。
移
民
国
で
あ
る
ア
メ
リ

カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
除
く
と
、

受
け
入
れ
人
数
は
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ

ス
に
次
ぐ
。
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
統
合

後
の
東
欧
労
働
者
の
数
値
を
示
し
て

お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
移
動
の
自
由

を
認
め
た
隣
国
が
な
い
と
い
う
地
理

的
環
境
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
の
一

時
的
受
け
入
れ
人
数
は
決
し
て
少
な

く
な
い
。

４
、
こ
の
一
六
万
人
と
い
う
数
値
に

は
、
表
２
の
研
修
生
・
実
習
生
、
日

系
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
日
本
の
一
時
的
受
け
入
れ
外

国
人
労
働
者
は
す
で
に
一
定
数
に
達

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
以
下
に
、
現
在
の
日
本
在
住
外

国
人
労
働
者
を
そ
の
類
型
別
に
よ
り
詳
し

く
見
て
お
き
た
い
。

表３ 主要国の一時的移民受け入れ人数（２００４－２００６年）
（単位：千人）

出所：OECD(2008)International Migration Outlook , Paris, OECD、p.324,p.378より作成
注１）日本の外国人人口比率は、法務省入管局『平成２０年版出入国管理』による。韓国の外国人労働力比

率は、Young－bun Park(2008)�Actual Working/living situations on foreign workers and families in
Korea�, paper presented at the 2008 International Workshop, �Workshop on International
Migration and Labour Market� in Tokyoによる

注２）２００３年度数値
注３）２００１年数値
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その他 
24,406

技能 
21,261

教育  9,832

技術 
44,684

企業内 
転勤 
16,111

人文知識・国際業務 
61,763

興業 
15,728

３
、
就
労
目
的
の
外
国
人
労
働
者
の
実
態

二
〇
〇
七
年
度
に
、
就
労
目
的
ビ
ザ
（
専
門
・
技
術
的
分
野
）

で
在
住
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
は
お
よ
そ
一
九
万
人
で
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
当
時
は
三
五
％
を
占
め
て
い
た
「
興
業
」
資
格
者
が

政
策
的
意
図
か
ら
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
「
人

文
知
識
・
国
際
業
務
」
と
「
技
術
」
の
い
わ
ゆ
る
「
高
度
人
材
」

と
総
称
さ
れ
る
在
留
資
格
で
の
入
国
者
数
が
増
加
し
た
。
こ
れ
ま

で
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
を
中
心
と
し
て
発
行
さ
れ
て
き
た
「
興
業
ビ

ザ
」
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
ダ
ン
サ
ー
の
技
能
・
資
格

を
専
門
・
技
術
的
分
野
と
し
て
認
定
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
常
に

疑
問
と
さ
れ
て
き
た
。
旋
盤
工
が
「
技
能
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は

入
れ
ら
れ
な
い
中
で
、
女
性
の
ダ
ン
サ
ー
の
み
を
「
専
門
的
・
技

術
的
分
野
」
に
属
す
る
と
す
る
強
弁
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
っ

た
こ
と
は
、
日
本
の
入
国
管
理
の
方
針
が
実
態
に
近
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
好
ま
し
い
結
果
で
あ
ろ
う
。

専
門
的
・
技
術
的
分
野
に
分
類
さ
れ
る
在
留
資
格
の
う
ち
、
一

般
に
「
高
度
人
材
」（h
ig
h
ly
sk
illed

）
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、

「
技
術
」
と
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
資
格
で
あ
る
。
前
者

は
主
に
理
系
技
術
者
を
、
後
者
は
文
系
の
専
門
職
で
、
通
訳
や
翻

訳
に
従
事
す
る
人
を
意
味
す
る
。
技
術
の
お
よ
そ
六
割
が
情
報
処

理
技
術
者
で
あ
り
、
人
文
知
識
・
国
際
業
務
の
お
よ
そ
六
割
が
教

員
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
在
留
資
格
に
よ
る
、
い
わ
ば
高
度
人

材
の
新
規
入
国
者
数
は
二

〇
〇
二
年
の
一
〇
、
九
四

二
人
か
ら
二
〇
〇
七
年
の

二
二
、
七
九
二
人
ま
で
大

き
な
伸
び
を
示
し
て
い
る

（
表
４
参
照
）。

こ
れ
ら
高
度
人
材
の
う

ち
世
界
的
に
不
足
す
る
Ｉ

Ｔ
技
術
者
に
つ
い
て
は
、

英
米
独
の
国
家
に
負
け
ず

に
有
能
な
技
術
者
を
イ
ン

ド
、
中
国
か
ら
ひ
き
つ
け

る
こ
と
が
企
業
に
と
っ
て

も
、
ま
た
日
本
に
と
っ
て

も
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
Ｉ
Ｔ
技
術
者
の
受

け
入
れ
を
円
滑
化
す
る
目

的
で
、
Ｉ
Ｔ
資
格
の
相
互

認
証
制
度
を
イ
ン
ド
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
韓
国
、
中

国
な
ど
の
近
隣
ア
ジ
ア
諸

国
と
締
結
し
、
海
外
で
の

試
験
合
格
者
に
技
術
者
と

図２ 就労目的ビザをもつ外国人登録者の内訳（２００７年度）

出所：表２と同じ
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し
て
の
在
留
資
格
を
認
定
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
二
〇
〇

三
年
以
降
、
Ｉ
Ｔ
特
区
と
し
て
認

め
ら
れ
た
自
治
体
の
企
業
が
外
国

人
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
①

優
先
的
に
入
国
・
在
留
申
請
を
処

理
す
る
、
②
一
般
的
に
は
三
年
の

在
留
期
限
を
五
年
に
伸
長
す
る
、

③
彼
ら
外
国
人
の
永
住
許
可
に
際

し
て
は
一
般
的
に
は
一
〇
年
以
上

と
な
っ
て
い
る
在
留
実
績
を
三
年

以
上
に
短
縮
す
る
、
な
ど
の
措
置

で
入
国
緩
和
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
就
労

ビ
ザ
の
発
行
は
他
国
と
比
較
し
て

数
段
厳
し
く
、
ビ
ザ
申
請
か
ら
入

国
許
可
が
降
り
る
期
間
が
長
い
た

め
に
、
外
国
人
技
術
者
の
入
国
が

製
品
納
期
に
間
に
合
わ
な
い
場
合

も
あ
り
、
企
業
の
不
満
は
少
な
く

な
い
。
ま
た
、
英
語
の
使
用
が
原

則
で
あ
る
外
国
人
技
術
者
に
と
っ

て
は
、
日
本
語
の
習
得
、
日
本
の

商
習
慣
を
習
得
し
て
も
そ
う
し
た
知
識
は
日
本
以
外
の
国
に
通
用

し
な
い
た
め
に
、
日
本
で
の
就
労
を
「Jap

an
ese

T
rap

（
日

本
の
罠
）」
と
し
て
捉
え
て
、
日
本
で
の
就
労
を
希
望
し
な
い
人

も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
日
本
企
業
も
外
国
人
情

報
処
理
技
術
者
を
「
ブ
リ
ッ
ジ
Ｓ
Ｅ
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、

海
外
現
地
法
人
と
日
本
の
親
企
業
の
橋
渡
し
す
る
役
割
の
技
術
者

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
が
実
施
し
て
い
る
数
量
規

制
、
す
な
わ
ち
景
気
変
動
に
応
じ
て
、
弾
力
的
に
外
国
人
技
術
者

向
け
ビ
ザ
（H

1

―B

ビ
ザ
）
の
発
行
数
を
上
下
さ
せ
る
と
い
う
数

量
規
制
型
移
民
政
策
と
、
日
本
の
高
度
人
材
向
け
入
国
緩
和
策
と

は
そ
の
視
点
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
日
本

の
場
合
は
数
量
規
制
を
設
定
す
る
ほ
ど
の
受
け
入
れ
人
数
に
は
達

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
実
態

日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
日
系
ペ
ル
ー
人
な
ど
の
日
系
中
南
米
人
は

現
在
の
日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
代
表
的
類
型
で
あ
る
。
一
九
九

〇
年
の
入
管
法
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
「
定
住
者
」
ビ
ザ
が
設
立

さ
れ
た
結
果
、
祖
先
に
日
本
人
を
持
つ
三
世
ま
で
の
子
孫
が
三
年

を
限
度
に
日
本
へ
の
就
労
が
認
め
ら
れ
た
。
就
労
目
的
の
在
留
資

格
者
は
、
そ
の
「
活
動
内
容
」
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
た
め
に
職

業
能
力
に
つ
い
て
の
入
国
審
査
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
定
住
者
ビ

ザ
は
日
系
人
か
否
か
が
入
国
審
査
基
準
で
あ
る
か
ら
、
入
国
後
の

表４ 高度人材の入国者数
（単位：人）

出所：表２と同じ
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活
動
内
容
に
制
限
が
な
い
。
結
果
と
し
て
、
日
本
の
移
民
政
策
で

は
禁
止
さ
れ
て
い
る
外
国
人
の
単
純
労
働
者
導
入
が
、
こ
の
日
系

人
導
入
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
る
。

表
５
は
定
住
者
ビ
ザ
に
よ
る
外
国
人
登
録
者
数
の
変
化
を
見
た

結
果
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
以
降
、
こ
れ
ま
で
増
加
し
て
い
た
日

系
人
は
初
め
て
減
少
し
た
。
現
在
の
日
系
人
は
リ
ピ
ー
タ
ー
が
中

心
で
あ
り
、
新
規
入
国
者
は
増
加
し
て
い
な
い
。
毎
年
五
〜
六
万

人
の
人
が
帰
国
し
、
同
数
の
人
が
入
国
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
す
で
に
定
住
者
ビ
ザ
が
新
設
さ
れ
て
か
ら
一
八
年
を

経
過
し
て
い
る
た
め
に
、
一
〇
年
の
在
留
経
験
を
実
績
に
し
て
永

住
者
ビ
ザ
に
切
り
替
え
て
日
本
に
定
住
化
し
た
人
々
も
出
て
き
て

い
る
。
単
純
労
働
者
の
供
給
源
と
し
て
の
日
系
人
は
も
は
や
現
在

以
上
に
増
加
し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
。
現
在
、
定
住
者
は
お
よ
そ

二
七
万
人
、
永
住
者
を
含
め
て
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
お
よ
そ
三
一

万
人
が
就
労
し
て
い
る
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

今
後
日
系
人
が
増
加
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
第
一
に

彼
ら
の
高
齢
化
で
あ
る
。
既
に
就
労
な
い
し
は
永
住
化
し
た
人
々

も
高
齢
化
に
伴
っ
て
労
働
市
場
か
ら
引
退
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
日
系
四
世
の
入
国
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
新
た
な
日
系
人

の
供
給
源
は
な
く
、
枯
渇
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
い
わ
れ
る
新
興
経
済
国
に
ブ
ラ
ジ
ル
も
含
ま
れ
て

お
り
、
来
日
し
な
く
て
も
ブ
ラ
ジ
ル
で
雇
用
機
会
が
容
易
に
見
つ

か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
主
と
し
て
大
手

製
造
業
に
派
遣
な
い
し
は
請
負
労
働
者

と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
二

〇
〇
六
年
六
月
一
日
時
点
で
の
厚
生
労

働
省
「
外
国
人
雇
用
状
況
報
告
」（
二
〇

〇
七
年
三
月
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
外
国

人
労
働
者
お
よ
そ
三
九
万
人
の
う
ち
、

製
造
業
従
事
者
は
約
七
割
で
あ
り
圧
倒

的
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
規
模
で
は

三
〇
〇
人
以
上
の
大
規
模
事
業
所
が
四

三
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
最

新
の
数
値
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
に
改
正
雇
用
対
策
法
が

施
行
さ
れ
、
す
べ
て
の
事
業
所
に
対
し

て
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
が
義
務
化

さ
れ
た
。
法
の
こ
の
規
定
は
、
事
業
主

に
自
ら
が
雇
用
す
る
外
国
人
の
在
留
資

格
を
確
認
さ
せ
、
不
法
就
労
を
防
止
さ

せ
る
狙
い
が
あ
る
。
義
務
化
さ
れ
た
届

出
の
結
果
が
公
表
さ
れ
れ
ば
よ
り
詳
し

い
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
系
人
は
現

在
の
日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
最
大
の

表５ 定住者ビザによる外国人登録者
（単位：人）

出所：表２と同じ

２００７

２６８，６０４

２００６

２６８，８３６

２００５

２６５，６３９

２００４

２５０，７３４

２００３

２４５，１４７

年度

登録者数
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類
型
で
あ
り
、
日
系
人
の
定
住
化
が
進
ん
だ
結
果
、
近
年
彼
ら
子

弟
の
不
登
校
問
題
が
受
け
入
れ
自
治
体
の
解
決
す
べ
き
問
題
と
し

て
生
じ
て
い
る
。

５
、
外
国
人
技
能
研
修
生
・
実
習
生
の
増
加
と
役
割
変
化

日
本
の
労
働
市
場
で
不
足
す
る
単
純
労
働
者
に
対
し
て
、
従
来

の
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
供
給
が
ほ
ぼ
限
界
に
達
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
新
た
な
供
給
源
と
し
て
外
国
人
技
能
実
習
制
度
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
一
九
九
〇
年
の
入
管
法
改
正
直

後
、
法
務
大
臣
告
示
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
団
体
監
理
型
研
修
制
度

が
原
型
で
あ
り
、
外
国
に
関
連
企
業
を
設
立
し
て
い
な
い
中
小
企

業
で
も
団
体
型
研
修
生
と
し
て
外
国
人
の
受
け
入
れ
を
可
能
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
技
能
実
習
制
度
と
し
て
発
足

し
、
一
年
間
の
研
修
生
資
格
に
よ
る
研
修
、
そ
の
後
二
年
間
の
労

働
者
身
分
を
有
す
る
技
能
実
習
生
と
し
て
の
実
習
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
た
三
年
間
の
外
国
人
受
け
入
れ
制
度
で
あ
る
。

図
４
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
そ
の
人
数
が
急
激
に
伸
び
、

ほ
ぼ
二
〇
万
人
の
外
国
人
研
修
生
・
実
習
生
が
研
修
・
就
労
し
て

い
る
。
農
業
分
野
で
は
、
一
九
九
二
年
に
研
修
生
受
け
入
れ
が
認

め
ら
れ
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
施
設
園
芸
、
養
鶏
、
養
豚
、
水

産
加
工
分
食
品
製
造
で
技
能
実
習
制
度
が
認
め
ら
れ
、
二
〇
〇
一

年
に
技
能
実
習
対
象
職
種
に
さ
ら
に
畑
作
・
野
菜
、
酪
農
が
追
加

さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
度
の
場
合
、
農
業
分
野
の
技
能
実
習
生
は

お
よ
そ
六
〇
〇
〇
人
、
水
産
加
工
、
食
鳥
処
理
加
工
を
含
む
食
料

品
製
造
業
で
約
一
〇
、
〇
〇
〇
人
、
漁
業
で
お
よ
そ
六
〇
〇
人
が

就
業
し
て
い
る
。

技
能
実
習
制
度
は
元
来
、
中
小
製
造
業
か
ら
始
ま
っ
た
制
度
で

あ
り
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
農
業
・
漁
業
に
な
じ
ま
な
い
点

が
あ
る
。
第
一
に
、
自
然
を
相
手
と
す
る
農
業
と
漁
業
に
は
、
農

繁
期
・
農
閑
期
、
あ
る
い
は
漁
期
が
あ
る
が
、
研
修
生
・
実
習
生

に
は
年
間
を
通
し
て
仕
事
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
技
能
実
習

生
は
雇
用
労
働
者
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
や
労
働
者
保
護
法
の
対

象
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
雇
用
労
働
に
受
け
入
れ
農
家
は
な
じ

み
が
な
い
。
第
三
に
、
技
能
実
習
生
は
雇
用
労
働
者
で
あ
る
た
め

に
、
生
産
性
の
高
い
製
造
業
分
野
で
就
労
す
る
技
能
実
習
生
と
の

賃
金
が
比
較
可
能
と
な
り
、
低
い
賃
金
水
準
は
農
業
分
野
に
就
労

し
た
技
能
実
習
生
の
不
満
を
呼
び
や
す
い
。
第
四
に
、
受
け
入
れ

国
日
本
は
、
送
り
出
し
国
（
多
く
の
場
合
は
中
国
）
の
自
然
環
境

や
食
生
活
と
い
う
文
化
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
農

作
業
、
食
品
加
工
業
に
外
国
人
を
就
労
さ
せ
て
そ
れ
を
技
能
研

修
、
技
術
移
転
で
あ
る
と
主
張
し
た
場
合
、
そ
の
目
的
が
如
何
に

も
空
文
化
し
て
い
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
り
や
す

い
。以

上
の
よ
う
に
農
業
分
野
で
殊
に
顕
著
で
は
あ
る
も
の
の
、
製

造
業
を
取
り
上
げ
て
も
こ
の
制
度
は
も
は
や
実
質
的
に
は
単
純
労

働
者
受
入
れ
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
「
研
修
」
と
い
う
目
的
を
維
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持
す
る
こ
と
で
、
そ
の
研
修
目
的
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
受
け
入
れ
企
業
の
コ
ス
ト
負
担
の
高
さ
が
、
こ
の
制
度
を
単

な
る
単
純
労
働
者
受
け
入
れ
制
度
に
堕
さ
な
い
た
め
の
障
壁
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
受
け
入
れ
コ
ス
ト
を
高
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
低
賃
金
の
単
純
労
働
者
受
け
入
れ
を
禁
止
し
た
ま

ま
、
で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
研
修
生
数
の
数
を
抑
え
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
低
賃
金
単
純
労
働
者
受
け
入
れ
と
い

う
実
態
と
技
能
実
習
制
度
の
目
的
の
間
の
乖
離
は
誰
の
目
に
も
明

ら
か
と
な
り
、
技
術
移
転
と
い
う
制
度
目
的
を
踏
み
に
じ
る
よ
う

な
不
法
行
為
（
逃
亡
、
残
業
・
賃
金
未
払
い
、
研
修
生
の
残
業
実

施
）
な
ど
の
諸
問
題
が
多
数
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
の
通
常
国
会
で
こ
の
制
度
に

見
直
し
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
直
し
に
向
け
て
、
各
省
庁

や
団
体
が
そ
の
立
場
か
ら
提
案
を
出
し
て
い
る
（
表
６
参
照
）。現

状
の
制
度
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
制
度
改
革
を
す
る
か
は
に
つ
い
て
実
際
の
と
こ
ろ
は

様
々
な
立
場
が
あ
る
。
す
で
に
研
修
生
・
実
習
生
を
多
く
受
け
入

れ
て
い
る
縫
製
業
界
を
中
心
に
、
二
年
間
の
再
技
能
実
習
を
可
能

と
す
る
制
度
変
更
へ
の
要
望
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
業
界
の
こ
の

一
年
技
能
実
習
へ
の
強
い
要
望
は
、
現
場
監
督
を
務
め
る
人
ま
で

も
外
国
人
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
ま
た
、
労
働
者
と
し
て
研
修
生
の
受
け
入
れ
を
継
続
し

た
場
合
、
彼
ら
が
定
住
化
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
異
な
る
と
こ

図４ 新規入国研修生の推移

資料：法務省『出入国管理統計年報』各年版より作成

注）「在留資格 研修」で新規入国した人数であるので、企業単独型、団体監理型を問わずすべての研修生を

含む。
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ろ
で
あ
り
、
長
勢
私

案
が
そ
れ
を
可
能
と

し
て
い
る
一
方
、
経

団
連
は
定
住
化
も
や

む
を
得
な
い
と
し
て

い
る
。

以
上
に
よ
う
に
、

技
能
実
習
制
度
は
関

係
者
の
利
害
を
伴
っ

た
非
常
に
論
争
の
多

い
分
野
で
あ
り
、
こ

れ
が
ど
の
よ
う
な
制

度
変
更
と
な
る
か

は
、
あ
く
ま
で
も
政

治
の
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。

６
、
お
わ
り
に

既
に
移
民
受
け
入
れ
の
歴
史
の
長
い
欧
米
諸
国
の
場
合
は
、
移

民
が
定
住
化
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
移
民
に
関
す
る
彼

ら
の
論
文
を
見
る
と
、
移
民
（m

ig
ran
t

）
と
い
う
言
葉
が
頻
繁

に
使
用
さ
れ
、
異
民
族
と
の
共
生
問
題
は
植
民
地
統
治
問
題
と
の

関
連
が
深
い
。他
方
、現
在
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
、

韓
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
諸
国
は
移

民
と
い
う
用
語
を
一
切
使
用
せ
ず
、
外
国
人
労
働
者
と
い
う
用
語

を
使
用
し
て
、
彼
ら
が
短
期
滞
在
の
一
時
的
労
働
力
で
あ
る
こ
と

に
固
執
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
台
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
両
国

で
は
受
け
入
れ
外
国
人
労
働
者
の
人
権
制
限
が
極
端
な
形
で
行
わ

れ
て
い
る
し
、
ま
た
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
、
欧
米
諸
国
の
事
例

も
、
ま
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
事
例
も
参
考
に
な
ら
ず
、
独
自
の
政
策

を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
難
し
い
点
で
あ
る
。
二
〇
〇
八

年
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
初
め
て
看
護
師
・
介
護
士
を
受
け
入

れ
、
本
年
の
二
〇
〇
九
年
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
も
受
け
入
れ
予
定

で
あ
る
。
長
期
的
に
は
外
国
人
労
働
者
は
日
本
に
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
ど
こ
の
国
か
ら
、
ど
の
位
の
人
数
を
、

ど
の
よ
う
な
制
度
で
、
ど
の
よ
う
な
職
種
に
受
け
入
れ
て
い
く
の

か
、
長
期
的
な
見
通
し
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

表６ 技能実習制度に関する見直し案の比較
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１
、
は
じ
め
に

最
近
、
農
業
分
野
で
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
が
増
加
し

て
お
り
、
平
成
一
八
年
度
と
平
成
一
九
年
度
の
「
食
料
・
農
業
・

農
村
の
動
向
」
に
お
い
て
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
そ

の
動
向
は
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
農
業
分
野
の
外
国

人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
も
少
な
く
、
こ

の
問
題
に
関
す
る
論
文
も
少
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
入
手

で
き
た
デ
ー
タ
を
中
心
に
そ
の
動
向
や
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
各
種
文
献
や
筆
者
が
行
っ
た
事
例
調
査
か
ら
、

外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
た
背
景
を
中
心
に
述

べ
て
み
た
い
。

２
、
農
業
分
野
の
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
の
動
向

―
統
計
分
析
か
ら
―

�

外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
の
推
移

最
初
に
、
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
の
全
体
の
動
向
を
み

て
い
き
た
い
。
表
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
研
修
生
数
は
二
〇
〇

二
年
を
除
い
て
ほ
ぼ
一
〇
％
前
後
の
伸
び
を
示
し
て
お
り
、
〇
七

年
に
は
一
〇
万
人
を
超
え
る
ま
で
に
増
加
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

〇
八
年
一
―
九
月
の
研
修
生
数
は
、
〇
七
年
一
―
九
月
と
ほ
ぼ
同

と
な
っ
て
い
る
）。一
方
、
技
能
実
習
移
行
申
請
者
数
（
一
年
間
の

研
修
後
、
所
定
の
技
能
評
価
試
験
を
は
じ
め
と
す
る
所
定
の
要
件

を
満
た
し
、研
修
か
ら
技
能
実
習
へ
の
移
行
申
請
を
し
た
者
）は
、

農
業
分
野
の
外
国
人
研
修
生
、

技
能
実
習
生
の
実
態

農
林
水
産
政
策
研
究
所
上
席
主
任
研
究
官

松
久

勉

農村と都市をむすぶ２００９．１ �������������������������
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研
修
生
以
上
の
伸
び
率
を
示
し
て
い
る
（
〇
六
年
の
研
修
生
が
二

〇
〇
〇
年
の
七
割
増
な
の
に
対
し
、
技
能
実
習
移
行
申
請
者
は
三

倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
）。

農
業
分
野
に
つ
い
て
み
る
と
、
研
修
生
の
過
半
を
占
め
る
中
国

で
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
影
響
の
あ
っ
た
〇
三
年
度
を
除
く
と
研
修
生
は
増

加
傾
向
に
あ
り
、
〇
六
年
度
に
は
二
〇
〇
〇
年
度
の
二
・
三
倍
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
〇－

〇
四
年
度
で
は
研
修
生
総
数

以
上
の
伸
び
を
示
し
て
い
た
が
、
〇
四
年
度
以
降
は
ほ
ぼ
研
修
生

総
数
と
同
様
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
暦
年
と
年
度
で
厳
密
な
比

較
は
で
き
な
い
が
、
〇
六
年
で
は
研
修
生
総
数
の
ほ
ぼ
八
％
が
農

業
分
野
で
あ
る
。
技
能
実
習
移
行
申
請
者
に
つ
い
て
は
、
農
業
分

野
が
技
能
実
習
移
行
対
象
職
種
に
認
定
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
〇
年

で
あ
っ
た
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
度
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
そ
の

後
は
、
研
修
生
以
上
の
伸
び
を
示
し
て
お
り
、
〇
六
年
度
は
二
〇

〇
〇
年
度
の
一
三
・
五
倍
に
も
増
加
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
技
能
実
習
移
行
申
請
者
が
研
修
生
以
上
に
伸
び
て

い
る
こ
と
は
、
研
修
か
ら
技
能
実
習
に
移
行
す
る
割
合
が
上
昇
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
年
の
研
修
生
に
占
め
る
当
該
年

の
技
能
実
習
移
行
申
請
者
の
割
合
を
み
る
と
、
〇
一
年
度
で
は
一

六
％
で
あ
っ
た
の
が
、
〇
六
年
度
に
は
五
一
％
（
〇
七
年
度
は
五

三
％
）
と
過
半
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
研
修
生
の

在
留
期
間
は
着
実
に
長
期
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
技
能

実
習
生
の
実
習
期
間
は
一
年
か
二
年
か
不
明
で
あ
る
が
、
〇
五
年

表１ 農業分野の外国人研修生等の推移
（単位：人）

資料：法務省、農林水産省、（財）国際研修協力機構調べ

注．研修生には、実務研修を行わない者を含む。
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の
技
能
実
習
移
行
申
請
者
の
八
割
が
〇
六
年
も
実
習
を
し
た
と
す

る
と
、
〇
六
年
の
農
業
分
野
の
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
は

合
計
で
一
万
三
千
人
程
度
に
な
る
。

研
修
生
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
作
目
で
研
修
を
受
け
て
い
る

か
の
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
技
能
実
習
移
行
申
請
者
に
つ
い
て
は
、

作
業
別
に
技
能
評
価
試
験
が
行
わ
れ
る
た
め
、
作
業
別
の
技
能
実

習
申
請
者
が
把
握
で
き
る
。
現
在
、
農
業
分
野
の
技
能
実
習
移
行

対
象
職
種
の
対
象
は
、
耕
種
農
業
で
「
施
設
園
芸
」、「
畑
作
・
野

菜
」、畜
産
農
業
で
「
養
豚
」、「
養
鶏
（
採
卵
鶏
）」、「
酪
農
」
の
二

職
種
五
作
業
で
あ
る
。

表
２
に
作
業
別
の
技
能
実
習
移
行
申
請
者
数
を
示
し
た
が
、
〇

一
年
度
に
多
か
っ
た
「
施
設
園
芸
」
と
「
養
鶏
」
の
う
ち
、「
施
設

園
芸
」
は
大
幅
な
増
加
が
み
ら
れ
た
が
、「
養
鶏
」
は
ほ
ぼ
横
ば
い

で
推
移
し
て
い
る
。
〇
六
年
度
を
み
る
と
、「
施
設
園
芸
」
で
過
半

数
を
占
め
、「
畑
作
・
野
菜
」
と
併
せ
る
と
八
割
近
く
と
な
っ
て
お

り
、
主
に
園
芸
部
門
で
技
能
実
習
生
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

�

国
勢
調
査
で
み
た
農
業
の
外
国
人
雇
用
者

表
１
、
表
２
の
デ
ー
タ
は
業
務
デ
ー
タ
で
あ
り
、
他
の
統
計
と

関
連
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
国
勢
調
査
か
ら
農
業
の
外
国

人
雇
用
者
の
動
向
と
地
域
性
な
ど
を
見
て
い
き
た
い
。
国
勢
調
査

で
は
、
外
国
国
籍
（
研
修
生
、
技
能
実
習
生
以
外
も
含
ま
れ
る
）

の
就
業
状
態
を
産
業
別
、
従
業
上
の
地
位
（
雇
用
者
か
家
族
労
働

表２ 作業別技能実習移行申請者数の推移 （単位：人）

資料：（財）国際研修協力機構調べ

表３ 雇用労働力の動向

資料：国勢調査

注１）農業就業者は、農業に分類された事業所（農家を含む）で仕事をした人

２）外国人研修生は、統計の定義上、雇用者に含まれる
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者
か
な
ど
）で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。表
３
に
農
業
就
業
者
、

農
業
雇
用
労
働
者
、
外
国
人
農
業
雇
用
者
の
動
向
を
示
し
た
が
、

農
業
就
業
者
が
減
少
傾
向
を
示
す
中
で
、
農
業
雇
用
者
は
増
加
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
農
業
就
業
者
に
占
め
る
割
合
も
一
九

九
〇
年
の
約
五
％
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
は
一
割
を
超
え
る
ま
で
と

な
っ
て
お
り
、
雇
用
労
働
力
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
は
大
き
く
な
っ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
外
国
人
農
業
雇
用
者
は
非
常
に
少
な
い

も
の
の
、
二
〇
〇
〇－

〇
五
年
に
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
農
業
雇
用
者
に
占
め
る
外
国
人
の
割
合
は
〇
五
年
に
は

二
・
七
％
と
な
り
、
全
産
業
平
均
の
一
・
三
％
の
倍
以
上
で
、
産

業
（
大
分
類
）
別
で
は
、
分
類
不
能
の
産
業
を
除
く
と
、
製
造
業

の
二
・
八
％
に
次
ぐ
割
合
を
示
し
て
い
る
。

国
勢
調
査
で
は
、
都
道
府
県
別
の
外
国
人
農
業
雇
用
者
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
で
、
都
道
府
県
別
の
特
徴
を
み
て
い
き
た
い
。
た

だ
し
、
外
国
人
農
業
雇
用
者
は
一
部
の
都
道
府
県
に
集
中
し
て
い

る
の
で
、
表
４
に
は
上
位
五
県
の
み
を
示
し
た
。
雇
用
者
計
で
は

茨
城
県
だ
け
で
四
分
の
一
、
上
位
五
道
県
で
六
割
と
過
半
を
占
め

て
い
る
。
ま
た
、
常
雇
（
期
間
を
定
め
ず
に
又
は
一
年
を
超
え
る

期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
人
）
と
臨
時
雇
（
日
々
又
は
一
年

以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
）
に
分
け
て
み
る

と
、
茨
城
県
は
常
雇
、
臨
時
雇
と
も
多
い
が
、
常
雇
で
は
千
葉
県
、

愛
知
県
が
多
く
、
臨
時
雇
で
は
長
野
県
、
北
海
道
、
群
馬
県
が
多

く
な
っ
て
い
る
。
長
野
県
、
群
馬
県
で
は
高
原
野
菜
で
の
受
入
が

表４ 都道府県別（上位５位）の農業雇用者に占める外国人数及び割合

資料：国勢調査

表５ 年齢別農業雇用者数（全国、茨城県）

資料：国勢調査（２００５年）

注：雇用者には役員も含まれる
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多
く
、
北
海
道
も
含
め
て
農
閑
期
に
仕
事
の
少
な
い
地
域
で
は
、

一
年
目
の「
研
修
」だ
け
で
帰
国
す
る
者
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

�

特
徴
あ
る
道
県
の
状
況

①

茨
城
県

茨
城
県
は
、
表
４
に
示
し
た
よ
う
に
、
最
も
外
国
人
雇
用
者
が

多
い
県
で
あ
る
。（
財
）国
際
研
修
協
力
機
構（
略
称
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
）

が
入
国
申
請
に
係
る
書
類
点
検
を
し
た
研
修
生
（
以
下
、
Ｊ
Ｉ
Ｔ

Ｃ
Ｏ
支
援
外
国
人
研
修
生
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
〇
七
年
度
の
農

業
作
業
者
六
、二
九
一
人
の
う
ち
、
二
、一
九
九
人
（
総
数
の
三
五

％
）、技
能
実
習
移
行
申
請
者
で
は
農
業
四
、〇
四
五
人
の
う
ち
一
、

二
四
九
人（
総
数
の
三
一
％
）と
な
っ
て
お
り
、
外
国
人
研
修
生
、

技
能
実
習
生
の
三
割
以
上
が
茨
城
県
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
男
子
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
〇
五
年
国
勢
調
査

の
農
業
雇
用
者
の
男
子
比
率
は
七
一
％
と
全
国
の
五
二
％
と
比
較

し
て
非
常
に
高
い
（
茨
城
県
を
除
い
た
全
国
で
は
、
四
五
％
と
な

り
、
女
子
の
方
が
多
い
）。茨
城
県
農
協
中
央
会
の
話
で
は
、「
メ
ロ

ン
、
さ
つ
ま
い
も
、
白
菜
な
ど
重
量
の
あ
る
作
目
が
多
い
こ
と（
茨

城
県
で
も
葉
物
野
菜
が
主
な
農
協
で
は
、
女
性
が
多
い
）。ま
た
、

男
子
の
方
が
管
理
し
や
す
い
と
考
え
て
い
る
農
協
が
多
い
こ
と
」

を
理
由
に
挙
げ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
が
多
い
た
め
、
農

業
雇
用
者
の
年
齢
構
成
も
異
な
っ
て
い
る
。
表
５
に
年
齢
別
の
農

業
雇
用
者
数
を
示
し
た
が
、
外
国
人
は
全
国
で
も
茨
城
県
で
も
二

〇
歳
代
が
総
数
の
過
半
を
占
め
て
い
る
。
年
齢
別
雇
用
者
数
を
み

る
と
、
全
国
で
は
五
〇
歳
代
ま
で
年
齢
が
高
い
層
ほ
ど
雇
用
者
が

多
く
な
っ
て
い
る
が
、
茨
城
県
で
は
雇
用
者
数
が
多
い
年
齢
層
が

五
〇
歳
代
の
次
に
二
〇
歳
代
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
若
い

雇
用
者
が
多
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
二
〇
歳
代
の
雇
用
者
の
過
半

数
が
外
国
人
で
あ
り
、
外
国
人
雇
用
者
の
増
加
に
よ
り
二
〇
歳
代

の
雇
用
者
数
が
増
加
し
て
い
る
。

②

北
海
道

外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
の
デ
ー
タ
は
少
な
い
と
述
べ
た

が
、
北
海
道
で
は
〇
六
年
か
ら
「
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度

に
係
る
受
入
れ
状
況
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
す

べ
て
の
職
種
を
対
象
に
し
て
い
る
が
、
全
国
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

北
海
道
の
職
種
分
野
別
研
修
生
数
を
み
る
と
、
〇
七
年
は
二
、

二
三
三
人
で
、
食
料
品
製
造
業
が
五
五
％
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
水

産
加
工
）、農
業
が
三
四
％
（
人
数
は
七
六
九
人
）
と
、
こ
の
二
つ

で
九
割
を
占
め
て
い
る
。
〇
七
年
の
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
支
援
外
国
人
研

修
生
（
全
国
）
で
は
、「
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
産
業
」
の
二
一
％
、

「
食
料
品
製
造
業
」
の
一
五
％
が
高
く
、
農
業
と
食
料
品
製
造
業

を
合
計
す
る
と
二
三
％
で
あ
る
。
北
海
道
の
外
国
人
研
修
生
が
、

水
産
加
工
と
農
業
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

研
修
期
間
は
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
支
援
外
国
人
研
修
生
で
は
「
一
二
ヶ

月
」
が
八
九
％
を
占
め
て
い
る
が
、
北
海
道
で
は
「
一
二
ヶ
月
」
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３５



は
四
九
％
に
過
ぎ
ず
、「
一
〇
ヶ
月
」（
一
七
％
）、「
八
ヶ
月
」（
一
一

％
）、「
六
ヶ
月
」（
一
〇
％
）
が
多
い
期
間
と
な
っ
て
い
る
。
一
年

未
満
が
多
い
要
因
と
し
て
、
道
で
は
、「
農
業
で
の
季
節
的
要
因
」

を
挙
げ
て
い
る
。
技
能
実
習
生
（
二
年
目
及
び
す
で
に
年
内
に
終

了
し
た
者
を
含
む
）
は
二
、四
七
二
人
で
あ
る
が
、
食
料
品
製
造

業
が
八
四
％
を
占
め
て
い
る
。
一
方
、
農
業
は
一
一
六
人
し
か
過

ぎ
ず
、
研
修
生
か
ら
技
能
実
習
生
に
移
行
す
る
者
は
か
な
り
少
な

い
。国

勢
調
査
か
ら
北
海
道
で
は
臨
時
雇
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
北
海
道
の
調
査
か
ら
も
、
農
業
で
は
短
期
間
だ
け
受
け
入
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
農
繁
期
対
応
の
研
修
受
入
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

農
業
分
野
で
の
外
国
人
の
実
態

―
事
例
調
査
か
ら
―

�

既
存
の
調
査
報
告

外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
に
関
す
る
調
査
は
少
な
い
が
、

調
査
報
告
が
さ
れ
て
い
る
の
は
、
茨
城
県
の
事
例
が
多
い
。
そ
の

一
つ
が
、茨
城
県
旭
村
の
調
査
で
あ
る（
二
〇
〇
二
年
九
月
実
施
）。

安
藤
光
義
氏
は
甘
藷
作
を
中
心
と
し
た
大
規
模
経
営
（
他
市
町
村

へ
の
出
作
に
よ
り
規
模
拡
大
）
で
中
国
人
研
修
生
を
基
幹
労
働
力

と
し
、
農
繁
期
に
臨
時
雇
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
農
家
婦
人

を
雇
い
入
れ
て
い
る
農
家
の
紹
介
を
し
て
い
る
（
注
１
）
。こ
の
調

査
に
つ
い
て
は
、
長
谷
美
貴
広
・
福
島
恒
治
氏
に
よ
る
詳
細
な
レ

ポ
ー
ト
が
出
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
労
働
力
が
導
入
さ
れ
た
要
因

と
し
て
、「
大
規
模
化
に
よ
り
生
じ
る
労
働
力
補
充
の
た
め
に
重
要

で
あ
っ
た
高
齢
者
が
低
質
な
労
働
力
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
農
家

に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
（
注
２
）
。高
齢
者
は
、

「
力
仕
事
に
向
い
て
い
な
い
」、「
年
金
受
給
者
の
た
め
、
個
人
の

事
情
で
欠
勤
す
る
こ
と
も
多
く
、
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
立
て
ら

れ
な
い
」
な
ど
の
問
題
を
か
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
た
外
国
人
労
働
力
が
「
勤
労
態
度
が
ま
じ
め
」
で
あ
っ
た

た
め
、
徐
々
に
高
齢
者
雇
用
を
駆
逐
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

外
国
人
労
働
力
の
導
入
に
よ
り
経
営
複
合
化
が
進
ん
だ
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。

安
藤
光
義
氏
は
、
茨
城
県
八
千
代
町
で
の
農
家
調
査
（
二
〇
〇

三
年
八
月
実
施
）
も
紹
介
し
て
い
る
（
注
３
）
。同
町
で
は
白
菜
の

大
規
模
経
営
が
中
心
で
あ
る
が
、
中
国
人
研
修
生
を
基
幹
的
な
労

働
力
と
し
、
農
繁
期
に
日
本
人
を
臨
時
雇
と
し
て
導
入
し
て
い
る

農
家
を
紹
介
し
て
い
る
。

調
査
報
告
で
は
な
い
が
、
鈴
木
茂
氏
は
茨
城
県
鹿
行
地
区
の
現

状
と
し
て
、
受
入
団
体
、
農
家
の
聞
き
取
り
調
査
結
果
を
報
告
し

て
い
る
（
注
４
）
。こ
の
な
か
で
、「
こ
れ
ま
で
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

行
っ
た
り
、
近
所
の
奥
さ
ん
を
パ
ー
ト
で
雇
っ
た
り
し
て
、
こ
こ

に
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
制
度
（
著
者
注
：
外
国
人

研
修
制
度
）
が
な
く
な
っ
た
ら
、
大
規
模
農
家
ほ
ど
影
響
が
大
き
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い
と
口
を
揃
え
て
言
わ
れ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
様
々
な
雇
用
を

導
入
し
た
結
果
と
し
て
、
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
に
依
存

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
茨
城
県
の
事
例
が
多
い
が
、
北
海
道
に
つ
い

て
は
、
北
倉
公
彦
氏
他
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
（
注
５
）
。

現
地
調
査
に
よ
る
分
析
か
ら
は
、「
①
農
協
が
受
入
開
始
す
る
き
っ

か
け
は
、
組
合
員
が
周
辺
農
家
で
受
け
入
れ
て
い
る
の
を
農
協
に

相
談
し
た
こ
と
、
②
受
入
農
家
の
目
的
は
、
労
働
力
不
足
や
パ
ー

ト
の
安
定
的
確
保
の
困
難
性
が
多
い
こ
と
、
③
受
入
を
開
始
す
る

と
、
農
協
の
受
入
人
数
が
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
、
④
労
働
集
約

的
な
経
営
が
多
く
、
機
械
化
さ
れ
た
普
通
畑
作
は
少
な
い
こ
と
、

⑤
研
修
生
に
対
す
る
評
価
が
高
い
こ
と
、
⑥
そ
の
一
方
で
、
受
入

農
家
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
言
葉
の
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ

と
、
⑦
研
修
生
の
受
入
戸
数
、
受
入
人
数
は
増
加
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
と
予
測
し
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ

て
い
る
。労
働
力
が
不
足
す
る
な
か
、農
協
が
受
入
を
始
め
る
と
、

受
入
人
数
は
増
加
し
て
い
き
、
減
ら
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。

�

筆
者
に
よ
る
調
査

茨
城
県
農
協
中
央
会
で
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
〇
七
年
七
月
実

施
）
の
概
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

茨
城
県
に
外
国
人
研
修
生
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
畜
産
が
低

迷
す
る
中
、
残
っ
た
施
設
園
芸
、
米
麦
も
高
齢
化
し
て
お
り
、
生

産
を
維
持
す
る
た
め
に
規
模
拡
大
を
し
た
農
家
で
は
雇
用
労
働
力

が
必
要
で
あ
っ
た
。
大
規
模
農
家
で
は
常
時
雇
用
者
を
求
め
て
い

る
が
、
日
本
人
の
雇
用
者
（
中
高
年
層
）
は
冠
婚
葬
祭
で
休
ん
だ

り
、
体
が
き
つ
く
な
く
な
る
な
ど
、
あ
て
に
は
な
ら
な
い
（
季
節

的
な
主
婦
の
手
伝
い
も
、
直
売
所
出
荷
に
よ
る
小
遣
い
稼
ぎ
が
増

え
、
減
っ
て
い
る
）。こ
れ
に
対
し
、
外
国
人
研
修
生
は
、
作
業
す

る
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
お
り
、
着
実
に
働
い
て
く
れ
る
の
で
、
規

模
拡
大
が
し
易
く
な
る
。
ま
た
、
外
国
人
研
修
生
を
受
け
入
れ
る

農
家
も
、
経
営
者
と
し
て
体
力
的
に
も
時
間
的
に
も
楽
に
な
り
た

い
と
い
う
心
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
旭
村
の
事
例
と
同
様
な
指
摘
が
多
か
っ
た

が
、
外
国
人
研
修
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
農
家
の
経
営
主

が
経
営
者
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
県
内
の
農
協
で
も
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
が
、
従
来

か
ら
の
雇
用
者
（
周
辺
の
元
農
家
の
世
帯
員
）
が
高
齢
化
す
る
な

か
で
、
外
国
人
研
修
生
を
受
け
入
れ
る
農
家
が
こ
こ
数
年
で
急
増

し
て
い
た
。
農
協
で
は
、
外
国
人
研
修
生
を
受
入
で
き
る
基
準
と

し
て
農
産
物
売
上
高
三
〇
〇
〇
万
円
以
上
と
考
え
て
お
り
、
こ
の

基
準
を
ク
リ
ア
で
き
る
農
家
の
多
く
は
す
で
に
外
国
人
研
修
生
を

受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
外
国
人
研
修
生
、

技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
農
家
数
は
余
り
増
え
な
い
が
、
一
戸

当
た
り
の
受
入
人
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
当
分
の
間
、
受
入
総

数
は
増
加
す
る
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
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習
生
の
受
入
農
家
で
は
、
外
国
人
研
修
生
を
周
年
就
労
さ
せ
る
た

め
、
農
閑
期
の
夏
場
に
ネ
ギ
を
導
入
し
た
り
、
施
設
野
菜
を
導
入

し
た
り
す
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

茨
城
県
以
外
と
し
て
、
九
州
で
も
農
協
で
の
聞
き
取
り
調
査
を

行
っ
た
。調
査
農
協
の
一
部
に
、大
規
模
施
設
野
菜
地
域
が
あ
り
、

大
規
模
層
で
は
家
族
労
働
力
に
加
え
て
常
雇（
主
に
女
性
）を
一
、

二
名
雇
用
し
て
い
た
。
常
雇
は
主
に
周
辺
の
農
家
世
帯
員
で
あ
っ

た
が
、
高
齢
化
に
よ
り
リ
タ
イ
ア
が
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
補
充

が
最
近
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
農
協
で
も
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
な
ど
に
相
談
し
た
が
、
三
〇
、
四
〇
歳
代
の
女
性
は
同
程
度
の

賃
金
な
ら
ば
ス
ー
パ
ー
の
パ
ー
ト
に
行
っ
て
し
ま
い
、
農
業
を
す

る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
（
農
協
の
選
果
場
で
も
労
働
力
不
足
で

あ
り
、
農
協
職
員
や
農
家
が
選
果
場
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
て
い

る
）。こ
の
よ
う
な
な
か
、
農
協
に
労
働
力
不
足
の
相
談
に
来
る
者

が
増
え
た
た
め
、
農
協
は
外
国
人
研
修
生
の
受
入
を
二
年
前
か
ら

始
め
た
（
県
内
の
別
の
農
協
も
外
国
人
研
修
生
の
受
入
を
始
め
て

お
り
、管
内
に
も
個
人
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
農
家（
農
業
法
人
）

が
あ
っ
た
）。現
在
は
、
農
協
に
相
談
に
来
た
農
家
だ
け
に
外
国
人

研
修
生
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
掘
り
起
こ
し
を
行
え
ば
、
さ
ら
に

希
望
は
増
え
る
と
農
協
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
農
協

の
体
制
で
は
こ
れ
以
上
の
受
入
は
難
し
い
の
で
様
子
を
み
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
北
海
道
の
事
例
と
同
様
に
、
外
国
人

研
修
生
の
受
入
が
始
ま
る
と
、
不
可
逆
的
に
外
国
人
研
修
生
が
増

加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

４
、
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
統
計
と
実
態
調
査
か
ら
、
外
国
人
研
修
生
、

技
能
実
習
生
の
実
態
を
示
し
た
が
、
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習

生
は
着
実
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
雇
用
労
働
力
の
必

要
な
大
規
模
経
営
で
、
従
来
か
ら
の
日
本
人
の
労
働
力
が
減
少
す

る
と
と
も
に
安
定
的
確
保
の
面
か
ら
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
よ
り

安
定
的
な
労
働
力
を
求
め
た
結
果
と
し
て
増
え
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
受
入
を
は
じ
め
る
農
家
が
増
加
し
、
外
国
人
研
修
生
、
技

能
実
習
生
へ
の
依
存
度
は
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
茨
城
県

で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
す
で
に
外
国
人
研
修
生
、
技
能

実
習
生
が
い
な
い
と
規
模
が
維
持
で
き
な
い
農
家
が
多
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
状
況
を
安
藤
光
義
氏
は
「
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実

習
生
の
導
入
は
地
域
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、「
退
く
に

退
け
な
い
」
状
況
に
農
家
は
追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
注
６
）
。

な
お
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
に
つ
い
て
は
、
人
権
侵

害
、
制
度
の
趣
旨
と
実
態
の
乖
離
（
本
来
目
的
で
あ
る
国
際
貢
献

で
は
な
く
、
労
働
力
確
保
の
た
め
に
制
度
を
利
用
）
等
の
問
題
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
〇
六
年
一
二
月
の
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進

会
議
の
答
申
に
よ
り
〇
九
年
ま
で
に
関
係
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
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が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
〇
七
年
に
厚
生
労
働

省
及
び
経
済
産
業
省
の
改
正
案
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
議
論
が
活
発

に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
新
た
な
制

度
の
概
要
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
現
在
、
外
国
人
研
修
制

度
の
見
直
し
が
ど
う
な
る
か
、
外
国
人
研
修
生
、
技
能
実
習
生
の

受
入
農
家
（
農
業
法
人
）
が
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
注
１
）安
藤
光
義
『
北
関
東
・
畑
作
経
営
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力
の
導

入
』、「
農
村
と
都
市
を
む
す
ぶ
」
№
六
六
〇
参
照
。

（
注
２
）長
谷
美
貴
広
・
福
島
恒
治
『
大
規
模
畑
作
地
帯
に
お
け
る
外
国
人
労

働
者
問
題
－
茨
城
県
鹿
島
郡
旭
村
に
お
け
る
雇
用
型
経
営
の
現
状

－
』、「
農
」
№
二
七
一
参
照
。

（
注
３
）（
注
１
）
と
同
じ
。

（
注
４
）秋
山
邦
裕
・
鈴
木
茂
『
農
業
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
を
巡
る
問

題
』「
農
業
」
二
〇
〇
八
年
一
月
号
参
照
。

（
注
５
）北
倉
公
彦
・
池
田
均
・
孔
麗
『
労
働
力
不
足
の
北
海
道
農
業
を
支
え

る
「
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
」
の
限
界
と
今
後
の
対
応
』、「
開

発
論
集
」
第
七
七
号
参
照

（
注
６
）安
藤
光
義
『
外
国
人
・
技
能
実
習
生
度
の
実
態
』、青
柳
斉
・
秋
山
邦

裕
編「
雇
用
と
農
業
経
営
」（
日
本
農
業
経
営
年
報
№
六
）参
照
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は
じ
め
に

我
が
国
の
漁
業
分
野
に
お
い
て
就
業
者
の
高
齢
化
、
新
規
参
入

者
の
減
少
な
ど
か
ら
深
刻
な
労
働
力
不
足
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
久
し
い
。
一
九
七
七
年
に
本
格
的
二
〇
〇
海
里
体
制
時

代
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
一
部
遠
洋
漁

船
を
下
り
た
乗
組
員
が
他
の
漁
船
乗
組
員
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
と

い
う
状
況
が
あ
り
、
ま
た
八
〇
年
代
に
は
近
海
で
の
マ
イ
ワ
シ
の

大
量
漁
獲
な
ど
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
漁
業
労
働
力
不
足
が

そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

実
際
に
は
こ
の
間
に
も
操
業
コ
ス
ト
の
上
昇
か
ら
徐
々
に
漁
業
利

益
は
圧
縮
さ
れ
、
経
営
を
維
持
し
う
る
水
準
の
雇
用
労
賃
を
乗
組

員
に
提
示
す
れ
ば
乗
組
員
は
集
ま
ら
ず
、
乗
組
員
が
満
足
す
る
水

準
の
労
賃
を
出
せ
ば
経
営
は
維
持
で
き
な
い
と
い
う
、
抜
き
差
し

な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

航
海
日
数
の
長
期
化
や
入
漁
料
の
上
昇
な
ど
か
ら
来
る
操
業
コ
ス

ト
増
加
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
遠
洋
漁
業
で
顕
著
に
進
み
つ
つ
あ
っ

た
。
七
〇
年
代
に
は
既
に
国
内
の
本
格
的
な
制
度
的
整
備
も
行
わ

れ
な
い
ま
ま
に
、
実
態
と
し
て
の
外
国
人
船
員
の
活
用
が
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う
。
当
時
、
長
期
航
海
化
し
て
い
た
遠
洋
マ
グ
ロ
漁

業
で
は
、
途
中
で
怪
我
や
病
気
で
日
本
人
船
員
が
下
船
し
た
場
合

に
、
そ
の
補
充
要
員
と
し
て
現
地
の
船
員
を
緊
急
避
難
的
に
乗
船

さ
せ
て
い
た
例
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
二
〇
〇
海
里
時
代
に
入

り
、
日
本
の
遠
洋
漁
船
が
外
国
の
二
〇
〇
海
里
水
域
内
で
の
操
業

を
確
保
す
る
た
め
に
、
高
額
の
入
漁
料
を
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
当
該
国
の
船
員
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
事
実
上
日
本
国
籍
漁
船
に
日
本
人

船
員
と
外
国
人
船
員
が
混
乗
（
こ
ん
じ
ょ
う
）
す
る
と
い
う
形
態

が
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
漁
業
に
お
け
る
労
働
力
不
足
問
題

は
ま
す
ま
す
深
刻
の
度
を
深
め
、
制
度
的
整
備
を
伴
い
な
が
ら
外

国
人
船
員
を
日
本
国
籍
漁
船
に
乗
船
さ
せ
る
各
種
の
形
態
が
登
場

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
、
我
が
国
の
漁
船
に
お
い
て
制
度
的

漁
業
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力

東
京
海
洋
大
学
教
授

馬
場

治
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に
認
め
ら
れ
て
い
る
外
国
人
船
員
乗
船
の
形
態
と
し
て
は
、
海
外

基
地
方
式
に
よ
る
混
乗
、
丸
シ
ッ
プ
方
式
、
外
国
人
研
修
・
技
能

実
習
制
度
の
三
つ
の
方
式
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
実
態

に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
の
課
題
に
つ
い
て
言
及

す
る
こ
と
と
す
る
。
外
国
人
船
員
の
乗
船
実
態
に
つ
い
て
は
、
と

く
に
遠
洋
漁
船
に
お
い
て
は
、
一
般
に
は
そ
の
現
場
を
日
本
人
が

目
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
上
の
制
約
を

逸
脱
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
適
正
な
労
使
関
係
が
必
ず
し
も
締

結
さ
れ
ず
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
的
確
に
遵
守
さ
れ
な
い
状
態
で

操
業
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
種
の
調
査
は
困
難
を
伴
い
、

実
態
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
な
の
か
を

知
る
客
観
的
資
料
に
乏
し
い
。
本
稿

も
、
こ
の
よ
う
な
調
査
上
の
制
約
の
も

と
で
知
り
得
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る

部
分
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
了
解

願
い
た
い
。

１
、
広
が
り
を
見
せ
る
雇
用
漁
業

種
類

外
国
人
漁
船
員
の
実
態
把
握
に
つ
い

て
は
、
遠
洋
漁
船
等
に
お
け
る
把
握
の

困
難
さ
も
手
伝
っ
て
、
従
来
は
積
極
的

な
把
握
の
努
力
も
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
二
〇
〇
三
年
に
実
施
さ
れ
た
第

一
一
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
で
初
め
て
そ
の

人
数
が
公
表
さ
れ
た
（
表
１
）。こ
こ
に

算
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
海
外
基
地
方

表１ 主とする漁業種類別の外国人乗組員数

資料）第１１次漁業センサス（２００３年）
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式
、
丸
シ
ッ
プ
方
式
、
外
国
人
技
能
実
習
生
で
あ
り
、
労
働
力
と

は
見
な
さ
れ
な
い
外
国
人
研
修
生
を
除
く
大
部
分
の
外
国
人
労
働

力
が
算
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
と
お
り
、

日
本
の
目
の
届
か
な
い
海
外
で
操
業
す
る
漁
船
に
つ
い
て
は
、
そ

の
制
度
上
の
制
約
を
超
え
る
実
態
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に

は
こ
れ
を
超
え
る
数
の
外
国
人
が
乗
船
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
も
そ
も
外
国
人
船
員
乗
船
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
の

が
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
漁
業
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
が

つ
く
と
お
り
、
漁
業
種
類
別
で
は
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
漁
業
で
の
外

国
人
乗
組
員
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
つ
い
で
近
海
ま
ぐ
ろ
延
縄
、

遠
洋
か
つ
お
一
本
釣
、
遠
洋
い
か
釣
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
を
操

業
水
域
別
に
見
て
み
る
と
、
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
、
遠
洋
か
つ
お
一

本
釣
、
遠
洋
い
か
釣
は
、
二
〇
〇
海
里
以
遠
（
公
海
上
）
と
外
国

二
〇
〇
海
里
内
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
、
近
海
ま
ぐ
ろ
延
縄
は

外
国
二
〇
〇
海
里
内
と
我
が
国
二
〇
〇
海
里
内
が
中
心
と
な
っ
て

お
り
、
業
種
間
で
外
国
人
乗
組
の
制
度
的
背
景
も
異
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
漁
業
種
類
は
航
海
日
数
が
長
く
、
国
内
外
の
港
へ
の
寄

港
回
数
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
外
国
人
乗
組
員
が
多
い

こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
業
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
は
こ

れ
に
加
え
て
、
航
海
日
数
が
短
く
、
頻
繁
に
国
内
の
漁
港
に
入
港

す
る
大
中
型
・
中
小
型
ま
き
網
、
沖
合
底
び
き
網
、
定
置
網
等
に

も
外
国
人
船
員
の
雇
用
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。

第
一
一
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
全
漁
業
種
類
の
漁
船
乗

組
員
総
数
は
二
四
二
、
六
四
九
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
外
国
人
が

七
、
七
五
九
名
（
三
・
二
％
）
を
占
め
る
程
度
で
あ
る
が
、
上
述

し
た
外
国
人
船
員
が
多
い
業
種
で
は
外
国
人
船
員
が
大
き
な
ウ
ェ

イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
で
は
乗
組
員
総
数
一

〇
、
一
七
三
名
中
外
国
人
は
五
、
七
五
七
名
（
五
七
％
）、近
海
ま

ぐ
ろ
延
縄
で
は
二
、
四
九
二
名
中
六
二
二
名
（
二
五
％
）、遠
洋
か

つ
お
一
本
釣
で
は
一
、
五
三
三
名
中
三
一
八
名
（
二
一
％
）、遠
洋

い
か
釣
で
は
四
八
八
名
中
二
八
三
名
（
五
八
％
）
な
ど
、
い
ず
れ

も
き
わ
め
て
高
い
比
率
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
業
種
で
は
実
質
的
に

外
国
人
無
く
し
て
は
操
業
不
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。以

下
で
は
、各
種
の
方
式
別
に
外
国
人
乗
船
の
現
状
を
述
べ
る
。

２
、
海
外
基
地
方
式
に
よ
る
外
国
人
乗
船

日
本
漁
船
に
よ
る
外
国
人
船
員
の
雇
用
形
態
と
し
て
最
初
に
登

場
し
た
の
が
本
方
式
で
あ
る
。
遠
洋
漁
船
を
中
心
と
し
て
船
員
年

齢
の
高
齢
化
と
船
員
数
の
絶
対
的
不
足
が
進
行
し
、
日
本
人
船
員

に
依
存
し
た
操
業
が
困
難
に
な
る
中
、
一
九
九
〇
年
に
海
外
漁
業

船
員
労
使
協
議
会
（
略
称
、
海
船
協
）
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て

一
九
九
〇
年
か
ら
、
こ
の
海
船
協
で
の
協
議
の
下
、
海
外
漁
場
で

操
業
す
る
漁
船
に
限
っ
て
外
国
人
船
員
の
雇
用
を
認
め
る
、
い
わ
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ゆ
る
海
外
基
地
方
式
（
海
船
協
方
式
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
正
式
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
操
業
に
支
障
が
生
じ
る
ほ
ど
に
ま

で
日
本
人
船
員
数
が
減
少
し
た
と
は
い
え
、
外
国
人
船
員
を
安
易

に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
日
本
人
船
員
の
就
労
機
会
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
か
ら
、
外
国
人
船
員
受
け
入
れ
は
労
使
間
で
の
慎
重
な

協
議
を
要
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
漁
業
に

お
け
る
労
使
間
の
協
議
の
場
と
し
て
海
船
協
が
設
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
海
船
協
は
、
海
外
ま
き
網
漁
業
協
会
、
漁
船
船
主
労
務
協

会
、
全
国
大
型
い
か
つ
り
漁
業
協
会
、
全
国
沖
合
い
か
つ
り
漁
業

協
会
、
全
国
近
海
か
つ
お
ま
ぐ
ろ
漁
業
協
会
、
全
国
漁
業
協
同
組

合
連
合
会
、
全
国
底
曳
網
漁
業
連
合
会
、
大
日
本
水
産
会
、
日
本

鰹
鮪
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
日
本
ト
ロ
ー
ル
底
魚
協
会
、
日
本

遠
洋
底
曳
網
漁
業
協
会
、
漁
船
同
盟
連
絡
協
議
会
（
設
立
当
初
は

全
国
漁
船
労
働
組
合
同
盟
で
、
一
九
九
七
年
以
降
改
組
）、全
日
本

海
員
組
合
の
一
三
団
体
で
構
成
さ
れ
る
。

本
方
式
に
よ
る
外
国
人
漁
船
員
受
け
入
れ
は
以
下
の
要
領
に
よ

る
�
。

①
漁
業
法
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
の
許

可
ま
た
は
承
認
を
受
け
て
、
本
邦
以
外
の
地
を
根
拠
地
と
し
て

外
国
の
経
済
水
域
ま
た
は
漁
業
水
域
お
よ
び
こ
れ
に
隣
接
す
る

水
域
に
お
い
て
操
業
す
る
漁
船
を
対
象
と
す
る
。

②
対
象
漁
船
の
海
外
事
務
所
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

③
運
航
要
員
（
船
舶
職
員
、
認
定
航
海
当
直
部
員
そ
の
他
専
ら
船

舶
の
運
航
に
従
事
す
る
者
、
及
び
漁
労
長
）
以
外
の
乗
組
員
と

し
て
乗
り
組
む
者
で
あ
る
こ
と
。

④
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
乗
船
お
よ
び
下
船
し
、
本
邦
に
上
陸

（
外
国
人
漁
船
員
を
乗
り
組
ま
せ
た
状
態
で
本
邦
の
港
に
寄

港
）
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑤
外
国
人
漁
船
員
の
員
数
は
、
必
要
最
小
限
（
当
初
は
、
乗
組
員

数
の
概
ね
二
五
％
以
内
、
一
九
九
五
年
九
月
以
降
は
概
ね
四
〇

％
以
内
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
外
国
人
漁
船
員
数
の
割
合
は

混
乗
率
と
呼
ば
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
条
件
に
合
致
し
た
場
合
に
、
海
船
協
は
外
国
人

漁
船
員
に
船
員
手
帳
（
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
）
発
給
手
続
き
を
行
う

ほ
か
、
外
国
人
漁
船
員
の
国
籍
や
氏
名
な
ど
の
個
人
情
報
と
乗
船

の
状
況
等
に
つ
い
て
の
管
理
を
行
う
。

海
外
基
地
方
式
に
よ
る
外
国
人
漁
船
員
の
乗
船
が
特
に
大
き
な

比
重
を
占
め
て
い
た
の
は
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
漁
船
で
あ
る
。
同
漁

船
に
乗
り
組
む
外
国
人
漁
船
員
と
し
て
は
、
操
業
海
域
に
も
よ
る

が
当
初
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
ペ
ル
ー
人
な
ど
も
い
た
が
次
第
に
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
収
斂
し
て
い
き
、
現
在
で
は
遠
洋
ま
ぐ
ろ
漁
業

に
限
ら
ず
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
漁
船
員
が
圧
倒
的
に
高
い
割
合
を
占

め
て
い
る
。
日
本
人
船
員
だ
け
を
乗
せ
た
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
漁
船

は
、
日
本
の
港
を
出
港
し
た
後
一
旦
グ
ア
ム
、
サ
イ
パ
ン
等
に
向

か
い
、
そ
こ
に
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
呼
び
寄
せ
て
待

機
さ
せ
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
漁
船
員
を
乗
せ
、
漁
場
に
向
か
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う
。
そ
の
後
、
外
国
の
港
に
寄
港
し
な
が
ら
航
海
を
重
ね
、
一
年

を
超
え
る
操
業
を
終
え
て
日
本
に
帰
港
す
る
際
に
は
再
び
グ
ア

ム
、
サ
イ
パ
ン
等
に
寄
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
漁
船
員
を
下
船
さ

せ
、
日
本
人
船
員
だ
け
が
乗
船
し
た
状
態
で
日
本
の
港
に
入
港

し
、
水
揚
、
ド
ッ
ク
入
り
等
を

行
う
。
最
初
に
日
本
漁
船
に
乗

っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
は
、
初

乗
船
か
ら
漁
場
に
到
着
す
る
ま

で
の
間
に
縄
の
結
び
方
や
餌
の

付
け
方
な
ど
の
簡
単
な
こ
と
を

習
い
、
そ
の
後
そ
の
他
の
基
本

的
な
作
業
を
一
通
り
マ
ス
タ
ー

す
る
と
、
魚
の
処
理
作
業
な
ど

徐
々
に
高
い
技
能
を
必
要
と
す

る
作
業
を
習
得
し
て
い
く
。
こ

れ
ら
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
漁
船

員
の
中
か
ら
高
い
技
能
を
身
に

つ
け
、
日
本
語
を
理
解
す
る
こ

と
が
出
来
る
者
は
、
新
た
に
採

用
す
る
新
人
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

漁
船
員
の
指
導
役
と
し
て
引
き

続
き
日
本
漁
船
に
雇
用
さ
れ
、

重
要
な
戦
力
と
し
て
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

海
外
基
地
方
式
に
よ
る
外
国
人
漁
船
員
の
導
入
が
始
ま
っ
た
翌

年
の
一
九
九
一
年
と
、
そ
の
後
混
乗
率
の
上
限
が
四
〇
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
直
後
の
一
九
九
六
年
の
混
乗
率
を
比
較
す
る
と
、
急

速
に
混
乗
率
が
上
昇
し
て
い
っ
た
様
子
が
わ
か
る
（
表
２
）。当
時

の
一
隻
あ
た
り
の
乗
組
員
総
数
は
二
五
名
前
後
で
あ
る
の
で
、
そ

の
四
〇
％
は
七
〜
八
名
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乗
率
の
速
や

か
な
上
昇
は
、
制
度
上
の
混
乗
率
の
緩
和
に
応
じ
て
実
態
が
つ
い

て
い
っ
た
と
言
う
よ
り
も
、
実
態
が
先
行
し
て
い
て
本
来
既
に
高

い
混
乗
率
で
あ
っ
た
も
の
が
、
制
度
の
緩
和
に
伴
い
実
態
が
表
面

化
し
た
だ
け
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
式

は
、
そ
の
制
度
上
の
制
約
か
ら
こ
れ
以
上
の
展
開
に
期
待
で
き
な

い
と
し
て
、
そ
の
後
の
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
の
検
討
へ
と
関
心
は
移

っ
て
い
っ
た
。

３
、
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式

上
述
の
海
外
基
地
方
式
の
漁
業
に
お
け
る
混
乗
方
式
に
つ
い
て

は
、
一
九
九
五
年
九
月
以
降
混
乗
率
を
四
〇
％
以
内
に
ま
で
引
き

上
げ
た
が
、
同
方
式
で
は
今
後
混
乗
率
を
五
〇
％
以
上
に
引
き
上

げ
る
こ
と
は
困
難
と
見
ら
れ
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
と
し
て
労
使
間

（
全
日
本
海
員
組
合
と
日
本
鰹
鮪
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
）
で
漁

船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
の
導
入
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
�
。
海

外
基
地
方
式
で
は
、
閣
議
了
解
事
項
に
よ
り
外
国
人
漁
船
員
の
本

表２ 遠洋まぐろ延縄漁船における外国人乗組員数別構成

資料）平成９年度「混乗漁船員の就労実態に関する調
査（�）」（財団法人 海上労働科学研究所）
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邦
へ
の
上
陸
は
認
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
船
籍
を
国
外
に
移
す
便
宜

置
籍
船
で
は
国
際
的
な
資
源
管
理
規
制
を
逸
脱
す
る
操
業
を
許
す

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題

に
対
処
し
な
が
ら
、
日
本
船
籍
を
維
持
し
、
そ
の
上
で
日
本
人
乗

組
員
の
賃
金
水
準
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
の
一
方
法
と
し

て
、
一
九
九
八
年
か
ら
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
と
は
、
日
本
船
主
が
所
有
す
る
日
本
籍

漁
船
を
外
国
の
法
人
等
に
裸
傭
船
契
約
（
船
舶
の
み
を
貸
し
渡
す

契
約
）
で
貸
し
出
す
際
に
、
自
社
雇
用
の
船
舶
職
員
を
含
む
日
本

人
漁
船
員
を
配
乗
し
て
貸
渡
先
に
派
遣
し
、
こ
れ
を
受
け
た
外
国

の
傭
船
者
が
、
そ
の
配
乗
権
に
も
と
づ
き
外
国
人
漁
船
員
を
配
乗

し
て
乗
組
員
編
成
を
完
了
し
た
後
、
当
該
日
本
船
主
が
定
期
傭
船

契
約
に
よ
り
チ
ャ
ー
タ
ー
バ
ッ
ク
し
て
運
航
す
る
方
式
を
言
う
。

船
舶
職
員
と
は
船
舶
職
員
法
に
よ
り
、
海
技
免
状
を
保
有
し
船

長
、
航
海
士
、
機
関
長
、
機
関
士
、
通
信
長
、
通
信
士
の
事
業
を

行
う
も
の
を
言
う
が
、
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
に
方
式
で
は
、
こ
れ
以

外
に
も
漁
労
活
動
を
指
揮
す
る
漁
労
長
も
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。
裸
傭
船
契
約
で
貸
し
渡
し
て
、
原
則
的
に
同
日
付

け
で
貸
渡
元
の
日
本
船
主
が
定
期
傭
船
契
約
で
チ
ャ
ー
タ
ー
バ
ッ

ク
す
る
場
合
に
は
、
漁
業
法
に
も
と
づ
く
漁
業
許
可
や
承
認
等
は

失
効
し
な
い
と
言
う
の
が
水
産
庁
の
見
解
で
あ
る
。
漁
船
マ
ル
シ

ッ
プ
方
式
は
海
外
基
地
方
式
よ
り
も
よ
り
多
く
の
外
国
人
漁
船
員

を
乗
船
さ
せ
る
た
め
の
方
式
で
あ
る
が
、
日
本
籍
船
と
し
て
適
正

な
管
理
の
下
で
、
日
本
の
漁
業
法
下
で
の
適
切
な
操
業
を
実
現
す

る
た
め
に
一
定
の
制
約
を
課
し
て
い
る
。
ま
ず
、
漁
船
マ
ル
シ
ッ

プ
を
導
入
で
き
る
漁
船
の
範
囲
を
、
海
船
協
の
構
成
団
体
に
所
属

す
る
漁
船
に
限
定
し
て
い
る
。
漁
業
許
可
で
言
う
と
、
遠
洋
ま
ぐ

ろ
延
縄
、
遠
洋
か
つ
お
一
本
釣
、
大
型
い
か
釣
、
中
型
い
か
釣（
海

外
出
漁
船
の
み
）、大
中
型
ま
き
網
（
海
外
出
漁
船
の
み
）、ま
ぐ
ろ

は
え
縄
（
海
外
出
漁
船
の
み
）、遠
洋
底
び
き
網
、
大
西
洋
ま
ぐ
ろ

延
縄
、
以
西
底
び
き
網
、
北
洋
延
縄
・
刺
網
漁
業
が
そ
の
範
囲
で

あ
る
。
ま
た
、
全
日
本
海
員
組
合
ま
た
は
漁
船
同
盟
連
絡
協
議
会

傘
下
の
組
合
と
労
使
関
係
を
有
す
る
船
主
が
所
有
す
る
漁
船
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
海
外
基
地
方
式
で
は
外
国
人
漁
船
員
の

混
乗
率
を
一
律
に
二
五
％
（
そ
の
後
四
〇
％
）
と
い
う
よ
う
に
規

定
し
て
い
た
が
、
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
で
は
法
定
船
舶
職
員
だ

け
の
配
乗
で
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
人
漁
船
員
の

雇
用
確
保
と
後
継
者
育
成
等
に
も
配
慮
し
て
、
漁
業
種
類
別
に
日

本
人
船
員
（
職
員
＋
部
員
）
に
つ
い
て
ミ
ニ
マ
ム
定
員
を
設
け
て

い
る
。
遠
洋
ま
ぐ
ろ
延
縄
で
は
八
名
以
上
、
遠
洋
か
つ
お
一
本
釣

で
は
一
三
名
以
上
、
大
型
い
か
釣
で
は
一
〇
名
以
上
、
海
外
ま
き

網
で
は
一
一
名
以
上
の
日
本
人
船
員
を
乗
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。外

地
で
の
乗
下
船
や
混
乗
率
の
上
限
設
定
な
ど
、
海
外
基
地
方

式
に
お
け
る
各
種
の
不
具
合
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
導
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入
さ
れ
た
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
外
基
地

方
式
か
ら
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
に
移
行
す
る
船
が
増
え
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
人
漁
船
員
の
国
内
上
陸
を
必
要

と
し
な
い
場
合
に
は
、
手
続
き
の
よ
り
簡
易
な
海
外
基
地
方
式
を

選
択
す
る
船
主
も
お
り
、
全
て
が
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
に
移
行

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
遠
洋
漁
船
を
中
心
と
し
て
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方

式
が
広
が
り
を
見
せ
る
中
、
労
働
力
不
足
に
直
面
す
る
近
海
ま
ぐ

ろ
延
縄
漁
船
か
ら
も
同
方
式
の
導
入
を
希
望
す
る
声
が
高
ま
り
、

二
〇
〇
三
年
か
ら
は
近
海
ま
ぐ
ろ
延
縄
に
も
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方

式
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
海
ま
ぐ
ろ
延
縄
に
お
い
て

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
に
も
と
づ
く

外
国
人
乗
船
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
よ
り
実
践
的
な
漁
船
マ
ル
シ

ッ
プ
方
式
へ
の
移
行
を
望
む
声
が
強
く
、
導
入
が
実
現
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
既
に
日
本
国
内
で
技
能
実
習
を
終
え
、
日
本
の

事
情
に
も
あ
る
程
度
通
じ
て
い
る
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
外
国
人
漁
船

員
の
中
に
は
、
比
較
的
頻
繁
に
国
内
漁
港
に
寄
港
す
る
近
海
ま
ぐ

ろ
延
縄
船
か
ら
失
跡
す
る
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
近
海
ま
ぐ
ろ

延
縄
に
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
か
ら

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
ま
で
に
失
跡
し
た
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
乗
船
外

国
人
漁
船
員
は
一
一
二
名
に
の
ぼ
り
、
こ
れ
ら
は
不
法
滞
在
し
て

就
労
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
�
。

４
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度

遠
洋
漁
船
あ
る
い
は
海
外
出
漁
船
を
中
心
と
し
て
、
海
外
基
地

方
式
や
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
に
よ
る
外
国
人
漁
船
員
の
乗
船
が

進
む
中
で
、
日
本
近
海
で
操
業
す
る
漁
船
か
ら
も
、
労
働
力
確
保

対
策
と
し
て
外
国
人
漁
船
員
を
乗
船
さ
せ
た
い
と
い
う
声
が
強
ま

っ
て
き
た
。
そ
の
要
望
に
応
え
る
べ
く
、
取
り
組
ま
れ
た
の
が
外

国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
活
用
で
あ
る
。
同
制
度
の
適
正
な

実
施
の
た
め
の
指
導
・
支
援
を
行
う
機
関
と
し
て
財
団
法
人
国
際

研
修
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
）
が
設
立
さ
れ
た
の
が
一
九
九
一

年
で
あ
り
、
漁
業
に
お
け
る
同
制
度
の
導
入
は
設
立
か
ら
二
年
後

の
一
九
九
三
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
外
国
人
研
修
制
度
は
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
顕
在
化
し
た
少
子
高
齢
化
に
伴
う
国
内
労
働

力
不
足
や
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
進
む
中
で
の
外
国
人
労
働
力
の

流
入
と
い
う
現
実
へ
の
国
の
対
応
と
し
て
、
開
発
途
上
国
へ
の
技

術
移
転
に
よ
る
国
際
貢
献
を
め
ざ
す
と
い
う
目
的
を
掲
げ
て
、
従

来
の
海
外
進
出
企
業
内
で
の
取
り
組
み
を
中
心
と
す
る
外
国
人
研

修
制
度
を
拡
充
し
て
登
場
し
た
制
度
で
あ
る
。
海
外
基
地
方
式
や

漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
を
利
用
で
き
な
い
近
海
で
操
業
す
る
漁
業

界
が
こ
の
制
度
に
注
目
し
、
そ
の
後
こ
の
制
度
を
活
用
す
る
地
域

が
全
国
に
広
が
っ
て
き
た
。

法
務
省
の
告
示
に
よ
り
、
研
修
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
機
関
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
農
業
で
は
農
業
協
同
組
合
が
受
け
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入
れ
機
関
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
漁
業
で
は
漁
業
協
同
組

合
は
指
定
を
受
け
て
お
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
）
が
受

け
入
れ
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
漁
船
漁
業
に
お
け
る
研
修
は
洋
上

で
行
わ
れ
る
と
い
う
特
殊
性
に
鑑
み
、
そ
の
受
け
入
れ
に
関
し
て

は
法
務
省
に
お
い
て
慎
重
に
審
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

漁
業
に
お
け
る
研
修
事
業
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
全
て
パ
イ
ロ
ッ
ト

ケ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
公

共
団
体（
市
町
村
等
）が
研
修
生
受
け
入
れ
の
一
次
機
関
と
な
り
、

船
主
が
二
次
受
入
機
関
と
し
て
洋
上
で
の
研
修
を
船
主
の
漁
船
に

乗
船
し
て
行
う
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漁
業
に
お
い

て
は
市
町
村
が
一
次
受
入
機
関
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
当
該
市

町
村
に
お
い
て
漁
業
が
産
業
的
に
重
要
な
位
置
づ
け
に
な
け
れ
ば

市
町
村
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
、
船
主
が
た
と
え
研
修
制

度
の
活
用
を
強
く
望
ん
で
も
実
現
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。

漁
業
に
お
け
る
研
修
事
業
は
一
九
九
三
年
九
月
に
始
ま
る
高
知

県
佐
賀
町
（
近
海
か
つ
お
一
本
釣
）
と
宮
崎
県
南
郷
町
（
近
海
か

つ
お
一
本
釣
）
の
取
り
組
み
を
契
機
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
佐

賀
町
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
ル
セ
ナ
市
か
ら
三
九
名
、
南
郷
町
も
同
市

か
ら
五
六
名
を
受
け
入
れ
た
が
、
こ
の
時
は
一
年
間
の
研
修
期
間

だ
け
に
限
定
し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
実
施

地
域
、
漁
業
種
類
は
拡
大
し
て
き
た
が
、
研
修
生
（
来
日
一
年
目

で
雇
用
と
は
見
な
さ
れ
な
い
期
間
）
か
ら
技
能
実
習
生
（
研
修
期

間
を
終
え
て
、
評
価
試
験
に
合
格
し
て
雇
用
関
係
が
結
ば
れ
る
）

へ
の
移
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
対
象
漁
業
種
類
は
、
か
つ
お
一
本

釣
、
ま
ぐ
ろ
延
縄
、
い
か
釣
、
ま
き
網
、
底
び
き
網
、
流
し
網
、

定
置
網
の
七
種
に
限
ら
れ
て
い
る
。
実
施
す
る
漁
業
種
類
が
拡
大

し
た
と
は
い
え
、
か
つ
お
一
本
釣
と
ま
ぐ
ろ
延
縄
が
中
心
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
（
表
３
）。ま
た
、
漁
業
研
修
事
業
に
お

け
る
送
り
出
し
国
は
圧
倒
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
高
い
割
合
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

海
外
基
地
方
式
、
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
、
研
修
制
度
と
い
う

複
数
の
方
式
が
、
船
主
の
思
惑
の
下
で
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
併

存
し
て
い
る
。
特
に
近
年
は
、
よ
り
実
践
的
な
方
式
と
し
て
の
漁

船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
に
注
目
が
注
が
れ
て
お
り
、
特
に
近
海
ま
ぐ

ろ
延
縄
に
お
い
て
は
研
修
制
度
か
ら
漁
船
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
に
移

行
す
る
船
が
増
え
て
き
た
。
し
か
し
、
マ
ル
シ
ッ
プ
方
式
の
外
国

人
漁
船
員
の
供
給
源
は
研
修
制
度
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

実
情
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
マ
ル
シ
ッ
プ
漁
船
に
乗
船

す
る
外
国
人
漁
船
員
の
間
に
、
研
修
制
度
に
比
べ
て
労
賃
面
で
低

い
と
い
う
不
満
も
あ
る
な
ど
、
単
純
に
ど
れ
か
一
つ
の
方
式
に
収

斂
し
て
い
く
と
い
う
状
況
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
方

式
の
制
度
上
の
構
造
と
現
場
の
実
態
と
の
乖
離
と
い
う
問
題
も
常

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
制
度
的
に
も
盤
石
の
も
の
と
は
言

え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
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る
た
め
の
制
度
と
実
態
の
す
り
あ
わ
せ
が
検
討
さ
れ
な
が
ら
、
外

国
人
漁
船
員
活
用
の
途
が
さ
ら
に
探
ら
れ
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
外
国
人
漁
船
員
活
用
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
問

題
と
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
漁

業
経
営
の
改
善
が
依
然
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
が
指
摘

さ
れ
る
。
外
国
人
漁
船
員
に
対
す
る
支
払
い
賃
金
は
、
表
面
的
に

は
日
本
人
船
員
よ
り
も
相
当
に
低
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
彼
ら
の

乗
船
に
伴
う
仲
介
経
費
、
渡
航
経
費
等
す
べ
て
を
合
計
し
て
、
そ

の
雇
用
に
要
す
る
必
要
経
費
総
額
を
１
ヶ
月
あ
た
り
に
換
算
す
る

と
、日
本
人
船
員
に
比
べ
て
大
幅
に
低
い
わ
け
で
は
な
い
。ま
た
、

労
使
間
協
議
で
も
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
外
国
人
漁

船
員
を
雇
用
す
る
こ
と
で
生
じ
る
漁
労
支
出
の
節
減
分
は
、
従
来

は
日
本
人
船
員
の
賃
金
水
準
維
持
に
回
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
経
営
者
側
か
ら
は
漁
労
支
出
節
減
分
を
船
員
側
だ
け
で
な

く
、
一
部
を
経
営
者
側
に
も
配
分
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
出
て

来
た
。

制
度
資
金
等
の
借
入
時
に
必
要
と
さ
れ
る
提
出
書
類
に
も
、
経

営
改
善
計
画
と
し
て
頻
繁
に
外
国
人
漁
船
員
の
活
用
と
い
う
手
法

が
登
場
す
る
が
、
依
然
と
し
て
経
営
が
抜
本
的
に
改
善
さ
れ
る
と

い
う
状
況
に
は
な
い
。
外
国
人
漁
船
員
を
活
用
し
な
け
れ
ば
事
実

上
操
業
が
成
立
せ
ず
、
マ
グ
ロ
な
ど
の
重
要
な
水
産
物
の
供
給
も

ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

外
国
人
漁
船
員
雇
用
に
つ
い
て
は
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
な
い
ま

表３ 外国人漁業研修生受入状況

資料）ＪＩＴＣＯより
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ま
、
実
態
が
先
行
し
て
き
た
。
今
日
で
は
、
た
と
え
陸
上
産
業
並

み
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
賃
金
を
提
示
し
て
も
若
い
日
本
人
乗

組
員
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
下
で
漁
業
経
営
維
持
を
図
る
た
め
に
は
、
外
国
人
漁
船
員
活

用
の
問
題
は
、
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
な
場
で
、
よ
り
現
実
を
見
据
え

て
深
い
議
論
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

注
�

海
外
基
地
式
漁
業
に
お
け
る
外
国
人
漁
船
員
導
入
の
経
緯
に
つ
い
て

は
『
遠
洋
漁
船
に
お
け
る
新
た
な
混
乗
方
式
の
導
入

漁
船
マ
ル
シ
ッ

プ
方
式
の
概
要
と
手
続
き
』（
海
外
漁
業
船
員
労
使
協
議
会
・
漁
船
マ
ル

シ
ッ
プ
管
理
委
員
会
、
一
九
九
八
年
九
月
）
を
参
考
と
し
た
。

�

前
掲
書
�

�

読
売
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
六
日
よ
り

漁業における外国人労働力 �����������������������������������
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毎
月
一
回
程
度
、
筑
波
山
麓
で
農
作
業
を
手
伝
っ
て
い
る
。
除

草
剤
を
使
わ
な
い
の
で
草
取
り
が
大
仕
事
、
稲
わ
ら
マ
ル
チ
敷

き
、
い
ん
げ
ん
の
支
柱
立
て
・
片
づ
け
、
芋
掘
り
な
ど
い
ろ
ん
な

作
業
が
あ
る
。
時
に
は
、
ト
マ
ト
や
蕪
、
ピ
ー
マ
ン
を
か
じ
っ
て

み
る
。
み
ず
み
ず
し
さ
が
口
の
中
に
広
が
る
。
月
二
回
の
宅
配
便

は
、
家
族
に
も
好
評
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
生
産
と
消
費
の
現
場
が
結
び
つ
い
て
い
れ
ば
、
表

示
は
不
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
は
食
品
流
通
の
広
域

化
と
複
雑
化
が
進
ん
で
い
る
。

ス
ー
パ
ー
に
は
、米
国
の
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、中
国
の
シ
ョ
ウ
ガ
、

豪
州
の
牛
肉
、
カ
ナ
ダ
の
サ
ー
モ
ン
、
イ
タ
リ
ア
産
の
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
等
世
界
中
の
食
材
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
陳
列
さ
れ
て
い

る
。
加
工
食
品
は
、
生
産
者
が
生
産
・
収
穫
し
た
も
の
が
流
通
業

者
、
市
場
、
中
間
製
品
（
調
味
料
等
）
メ
ー
カ
、
流
通
業
者
、
最

終
製
品
メ
ー
カ
ー
、
そ
し
て
ス
ー
パ
ー
を
経
て
消
費
者
に
届
け
ら

れ
て
い
る
。
生
産
者
と
消
費
者
の
間
に
多
く
の
業
者
が
関
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
生
産
者
と
消
費
者
の
距
離
が
大
き
く
な
る

と
、
食
品
に
関
す
る
情
報
を
消
費
者
に
伝
え
る
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
食
品
の
表
示
が
あ
る
。
最
近
で
は
食
品

に
関
す
る
事
件
が
相
次
い
で
報
道
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
も
食
品

に
関
す
る
情
報
を
求
め
て
い
る
。

１

食
品
の
表
示
制
度

消
費
者
が
必
要
と
す
る
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
正
し
く
伝
え
る

た
め
の
ル
ー
ル
が
食
品
表
示
制
度
で
あ
る
。
製
造
メ
ー
カ
ー
が
独

自
の
ル
ー
ル
で
表
示
す
れ
ば
消
費
者
は
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
多
種

多
様
な
食
品
に
対
応
す
る
た
め
、
そ
し
て
伝
え
る
べ
き
情
報
の
種

類
も
多
い
こ
と
か
ら
、
ル
ー
ル
は
詳
細
に
な
り
、
数
も
増
え
て
し

ま
う
。

（
表
示
ル
ー
ル
の
枠
組
み
）

食
品
の
表
示
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
主
な
も
の
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
と

食
品
衛
生
法
で
あ
る
。

－

表
示
は
何
の
た
め
、
そ
し
て
偽
表
示
を
見
破
る
分
析
技
術－
食
品
表
示
を
考
え
る

独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

表
示
監
視
部
長

植
木

隆
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Ｊ
Ａ
Ｓ
法
は
、
消
費
者
に
商
品
選
択
の
た
め
の
情
報
を
提
供
す

る
と
の
観
点
か
ら
、
生
鮮
品
に
は
名
称
と
原
産
地
、
加
工
品
に
は

名
称
、
原
材
料
名
（
多
い
も
の
順
に
記
載
！
）、内
容
量
、
賞
味
期

限
、
保
存
方
法
、
製
造
業
者
等
の
名
称
と
住
所
の
表
示
を
義
務
付

け
て
い
る
（
こ
れ
ら
は
、
通
常
、
商
品
名
と
は
反
対
の
面
に
枠
で

囲
ま
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。）。食
品
衛
生
法
は
、
衛
生
上
の
危

害
の
発
生
防
止
の
観
点
か
ら
、
名
称
や
賞
味
期
限
と
と
も
に
ア
レ

ル
ギ
ー
物
質
の
表
示
等
を
義
務
付
け
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
低
カ
ロ
リ
ー
や
食
物
繊
維
含
有
な
ど
の
栄
養
に

関
す
る
表
示
ル
ー
ル
を
定
め
た
健
康
増
進
法
、
牛
ト
レ
ー
サ
ビ
リ

テ
イ
法
（
牛
肉
の
一
〇
桁
の
固
体
識
別
番
号
の
表
示
等
）、魚
介
類

の
名
称
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
一
九
年
七
月
、
水
産
庁
）
等
が
あ

る
。

（
表
示
ル
ー
ル
の
見
直
し
）

ル
ー
ル
は
、
社
会
と
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
見
直
さ
れ

て
い
る
。
生
鮮
食
品
の
原
産
地
表
示
は
平
成
八
年
に
輸
入
が
増
加

し
て
い
た
し
ょ
う
が
等
五
品
目
か
ら
始
ま
り
一
二
年
に
農
産
物
、

水
産
物
、
畜
産
物
の
全
て
の
生
鮮
食
品
に
義
務
化
さ
れ
た
。
加
工

食
品
に
つ
い
て
は
、
冷
凍
野
菜
や
魚
の
干
物
な
ど
の
加
工
度
の
低

い
二
〇
食
品
群
の
原
料
原
産
地
表
示
（
原
材
料
に
占
め
る
割
合
が

五
割
以
上
の
も
の
が
対
象
）
が
一
八
年
か
ら
義
務
化
さ
れ
た
。
昨

年
四
月
に
は
、
ミ
ー
ト
ホ
ー
プ
事
件
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
加
工
食
品
の
業
者
間
取
引

に
、
原
材
料
名
等
の
表
示
（
伝
票
等
へ
の
表
示
も
可
）
が
義
務
付

け
ら
れ
た
。（
以
上
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
の
品
質
表
示
基
準
）。ア
レ
ル
ギ
ー

表
示
は
平
成
一
四
年
に
制
度
化
さ
れ
、
義
務
表
示
物
質
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
の
五
品
目
に
、
昨
年
六
月
、
エ
ビ
と
カ
ニ
が
追
加
さ
れ

た
。（
経
過
措
置
二
年
。
食
品
衛
生
法
）

２

食
品
の
名
称
に
は
こ
だ
わ
り
が
あ
る

喫
茶
店
等
で
コ
ー
ヒ
ー
に
添
え
ら
れ
る
小
型
カ
ッ
プ
に
入
っ
た
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も
の
は
、
牛
乳
で
な
く
植
物
油
脂
を
原
料
と
し
て
い
る
た
め
、
名

称
は
ミ
ル
ク
や
ク
リ
ー
ム
で
は
な
く
フ
レ
ッ
シ
ュ
等
と
な
っ
て
い

る
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
は
カ
カ
オ
バ
タ
ー
を
使
用
す
る
が
、
植
物

油
脂
の
使
用
を
認
め
る
か
ど
う
か
Ｅ
Ｕ
は
何
年
も
議
論
し
た
。
植

物
油
脂
は
比
較
的
安
価
で
使
え
ば
保
存
中
に
白
い
粉
が
出
る
こ
と

も
な
く
な
る
が
、
風
味
は
変
化
す
る
、
カ
カ
オ
の
主
産
地
（
ア
フ

リ
カ
諸
国
等
）
の
経
済
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
、
時
代
に
応
じ
た

変
化
を
認
め
る
べ
き
等
の
議
論
が
な
さ
れ
五
％
ま
で
は
認
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。（
日
本
は
こ
れ
程
厳
し
く
な
い
。）

日
本
で
は
戦
後
の
モ
ノ
不
足
の
時
代
に
様
々
な
代
替
品
が
登
場

し
た
こ
と
か
ら
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
や
品
質
表
示
基
準
の
中
で
名
称
が
定

義
さ
れ
た
。
例
え
ば
醤
油
の
本
醸
造
（
大
豆
を
発
酵
さ
せ
る
）
と

混
合
醸
造
（
植
物
性
蛋
白
を
酵
素
で
分
解
し
た
ア
ミ
ノ
酸
液
を
一

部
使
用
）
で
あ
る
。

食
品
の
（
商
品
名
で
な
く
裏
面
の
小
さ
な
枠
の
中
の
一
番
上
に

記
載
さ
れ
て
い
る
）
名
称
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

３

食
品
を
分
析
し
て
表
示
を
確
認
す
る

食
材
が
異
な
れ
ば
成
分
の
ど
こ
か
が
異
な
る
。
そ
の
違
い
を
見

つ
け
る
た
め
に
様
々
な
分
析
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ

か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
Ｆ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ト
ッ
プ

→

広
報
誌
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

→

パ
ネ
ル
）
に

分
か
り
や
す
い
パ
ネ
ル
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
覧
頂
き
た
い
。

（
ア
）
一
般
（
理
化
学
）
分
析

植
物
油
に
は
、
大
豆
油
、
コ
ー
ン
油
、
ご
ま
油
、
オ
リ
ー
ブ
オ

イ
ル
等
そ
の
原
料
に
よ
っ
て
種
類
が
あ
る
。
昨
年
四
月
、
イ
タ
リ

ア
で
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
大
豆
油
を
混
ぜ
て
販
売
し
よ
う
と
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。
植
物
油
を
構
成
す
る
脂
肪
酸
の
比
率
は
原
料
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
脂
肪
酸
組
成
を
分
析
す
れ
ば
原
料
を
判
別

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
は
オ
レ
イ
ン
酸

が
多
く
、
大
豆
油
に
は
リ
ノ
ー
ル
酸
が
多
い
。

そ
ば
に
も
い
ろ
ん
な
種
類
が
あ
り
、
十
割
そ
ば
、
二
八
そ
ば
等

の
表
示
を
見
か
け
る
。
つ
な
ぎ
と
し
て
小
麦
粉
を
使
う
こ
と
が
多

い
。
こ
の
そ
ば
粉
と
小
麦
粉
の
割
合
も
判
別
可
能
で
あ
る
。
ア
ミ

ノ
酸
の
構
成
比
が
両
者
で
違
う
（
そ
ば
粉
は
ア
ル
ギ
ニ
ン
と
ア
ス

パ
ラ
ギ
ン
酸
、
小
麦
粉
は
プ
ロ
リ
ン
と
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
が
多
い
）

こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
混
合
比
ま
で
特
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
異
な
る
も
の
を
加
え
れ
ば
成
分
は
変
化
す
る
。

そ
れ
を
分
析
で
き
れ
ば
判
別
は
で
き
る
。

（
イ
）
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

新
聞
報
道
で
時
折
目
に
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
食
品
分
野
で
も

利
用
さ
れ
て
い
る
。

マ
グ
ロ
に
は
ク
ロ
マ
グ
ロ
、
ミ
ナ
ミ
マ
グ
ロ
、
キ
ハ
ダ
マ
グ
ロ

等
の
種
類
が
あ
り
価
格
も
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
魚
の
大
き
さ
や
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特
徴
は
異
な
る
が
、
ス
ー
パ
ー
に
並
ん
で
い
る
刺
身
の
外
見
で
区

別
で
き
な
い
。
し
か
し
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
判
別
は
可
能
で
あ
る
。

ア
ジ
の
干
物
の
原
料
は
大
部
分
が
マ
ア
ジ
と
ニ
シ
マ
ア
ジ
で
あ

る
。
前
者
は
日
本
近
海
に
、
後
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
岸
に
生
息
し

て
い
る
。
ア
ジ
の
干
物
は
原
料
原
産
地
を
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
原
料
原
産
地
と
し
て
日
本
の
地
名
が
表
示
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
結
果
ニ
シ
マ
ア
ジ
と
な
れ
ば

大
い
に
疑
義
あ
り
と
な
る
。

（
ウ
）
無
機
成
分
分
析

多
く
の
農
産
物
が
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
が
、
品
種
が
同

じ
で
あ
れ
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
は
判
別
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
生
育
す
る
土
地
・
土
壌
が
異
な
れ
ば
農
作
物
に
含
ま
れ
る
無

機
成
分
に
違
い
が
生
じ
る
。
最
近
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｐ
（
誘
導
結
合
プ
ラ

ズ
マ
）
分
析
装
置
に
よ
り
無
機
成
分
を
一
斉
分
析
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
利
用
し
た
原
産
地
の
判
別
が
可
能
と
な
っ

た
。
例
え
ば
、
長
ネ
ギ
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
リ
ン
、
カ
リ
ウ
ム
等

の
２０
元
素
を
分
析
し
て
統
計
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
約
九
割
以
上

の
確
率
で
国
産
か
中
国
産
か
を
判
別
で
き
る
。

（
エ
）
炭
素
安
定
同
位
体
の
分
析

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
か
ら
作
ら
れ
る
異
性
化
糖
（
コ
ー
ン
シ
ロ
ッ

プ
）
は
価
格
が
比
較
的
安
い
こ
と
か
ら
甘
味
料
と
し
て
広
く
使
わ

れ
る
。ハ
チ
ミ
ツ
や
果
汁
に
異
性
化
糖
を
添
加
す
れ
ば
、名
称
は
、

（
は
ち
み
つ
で
は
な
く
）
加
糖
は
ち
み
つ
、（
果
汁
で
は
な
く
）
果

汁
入
り
飲
料
等
に
な
り
、
原
材
料
と
し
て
異
性
化
糖
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
性
化
糖
を
使
用
し
た
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
表
示
が
正
し
い

か
ど
う
か
は
、
質
量
１３
の
炭
素
（
炭
素
安
定
同
位
体
。
大
部
分
の

炭
素
の
質
量
は
１２
。）
を
分
析
す
る
こ
と
で
判
別
可
能
で
あ
る
。

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
コ
ー
ン
シ
ロ
ッ
プ
に
含
ま
れ
る
質
量
１３
の
炭
素

の
割
合
は
、
他
の
食
品
よ
り
僅
か
に
高
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
方

法
は
、
国
際
規
格
（
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
や
Ａ
Ｏ
Ａ
Ｃ
）
の
公
定
法
と

し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

４

お
わ
り
に

社
会
の
要
請
に
応
え
て
、
生
鮮
品
の
原
産
地
、
一
部
加
工
品
の

原
料
原
産
地
、
ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
等
表
示
す
べ
き
情
報
は
増
え
て

い
る
。
食
品
購
入
の
際
に
表
示
を
見
る
時
間
は
数
秒
な
ど
と
い
わ

れ
る
が
、
時
に
は
じ
っ
く
り
と
眺
め
て
、
食
品
の
生
産
現
場
、
国

内
外
の
食
料
事
情
等
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
大
事
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

�どこへ行く 日本の食と農 ５ �

５３



編
集
後
記

人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
て
は
や
四
年
目
、
〇
八
年
は
前
年
よ

り
五
万
人
減
少
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
急
速
な
少
子
化
も
重
な

り
、
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
議
論
は
否
応
な
く
避
け
ら
れ
な

い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
外
国
人
労
働
力
・
者
を
ど
う
捉
え
、
日
本
の
社
会
に

ど
う
位
置
づ
け
る
か
の
議
論
は
未
だ
大
き
く
揺
れ
、
収
れ
ん
の
方

向
は
見
え
て
い
な
い
。
ニ
ー
ト
や
フ
リ
ー
タ
ー
、
女
性
や
高
齢
者

な
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い
国
内
労
働
力
こ
そ
優
先
す
べ
き
と
い
う

そ
も
そ
も
論
を
初
め
、
不
法
就
労
・
不
法
滞
在
や
犯
罪
問
題
、
賃

金
、
家
族
・
子
弟
を
含
め
た
教
育
・
社
会
保
障
問
題
な
ど
困
難
な

課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

だ
が
、
本
号
に
も
あ
る
よ
う
に
既
に
二
〇
〇
万
人
の
外
国
人
が

住
み
・
働
き
、
社
会
を
共
に
担
っ
て
い
る
以
上
、
今
後
ど
う
す
る

か
よ
り
も
「
す
で
に
い
る
」
人
た
ち
を
ど
う
す
る
か
の
議
論
を
優

先
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
外
国
人
労
働
者
の
諸
権
利
と
義

務
が
国
内
の
そ
れ
と
同
等
に
行
使
さ
れ
、
不
当
に
安
く
買
い
た
た

か
れ
る
状
況
が
な
く
な
れ
ば
、
国
内
外
問
わ
ず
必
要
な
部
門
に
労

働
力
は
集
積
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
必
要
な
労
働
力
が
満

た
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
労
働
力
は
集
ま
ら
ず
外
国
人
が
来
す

ぎ
て
困
る
よ
う
な
状
況
も
起
こ
ら
な
い
と
思
う
が
。

そ
れ
に
し
て
も
、�
米
国
型
錬
金
術
�
が
崩
壊
し
世
界
的
な
不
況

の
波
が
輸
出
頼
み
の
日
本
企
業
を
直
撃
、
派
遣
や
期
間
工
な
ど
の

非
正
規
労
働
者
の
解
雇
が
止
ま
ら
な
い
。
率
先
し
て
人
員
削
減
に

ひ
た
走
る
の
が
キ
ャ
ノ
ン
、
ソ
ニ
ー
、
ト
ヨ
タ
な
ど
日
本
経
団
連

を
代
表
す
る
企
業
だ
か
ら
、
赤
字
で
も
な
い
、
株
の
増
配
を
行
う

企
業
す
ら
、
景
気
悪
化
に
備
え
て
便
乗
解
雇
で
追
随
す
る
。

こ
う
し
て
、
凍
て
つ
く
年
末
・
年
始
に
大
量
の
野
宿
者
が
生
み

出
さ
れ
た
。

空
前
の
利
益
を
生
み
な
が
ら
賃
上
げ
要
求
に
応
え
ず
、
国
際
競

争
力
に
備
え
が
必
要
と
せ
っ
せ
と
蓄
財
し
、
販
売
不
振
・
業
績
悪

化
と
見
る
や
い
と
も
簡
単
に
切
り
捨
て
る
。
そ
れ
も
、
派
遣
法
な

ど
の
労
働
諸
法
制
を
改
悪
し
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
を
大
量
に
生

み
出
す
な
ど
周
到
な
準
備
を
し
た
上
で
の
「
派
遣
切
り
」
な
の
だ

か
ら
、
あ
き
れ
果
て
る
し
か
な
い
。
し
か
も
、
放
り
出
さ
れ
た
者

へ
の
公
営
宿
舎
の
貸
与
や
な
け
な
し
の
金
を
工
面
し
臨
時
雇
用
に

奔
走
す
る
地
方
自
治
体
や
、
こ
ん
な
時
に
だ
け
雇
用
の
受
け
皿
と

し
て
期
待
さ
れ
る
農
業
も
、
日
頃
か
ら
彼
ら
（
財
界
）
に
工
夫
や

努
力
が
足
り
な
い
と
罵
声
を
浴
び
せ
ら
れ
る
対
象
だ
。

有
識
者
会
議
だ
の
諮
問
会
議
だ
の
の
場
で
は
言
い
た
い
放
題
だ

が
、
自
ら
の
社
会
的
責
任
な
ど
は
と
ん
と
省
み
ず
で
、
尻
ぬ
ぐ
い

は
い
つ
も
国
や
自
治
体
。
こ
ん
な
経
営
者
に
は
早
々
に
退
場
し
て

貰
い
た
い
。

（
太
田
）

５４


